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一

近
世
延
岡
藩
に
お
け
る
「
帳
外
」
に
つ
い
て

　

 The "Chougai" of the N
obeoka Clan in Early M

odern Era
近
世
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
共
同
体
内
の
治
安
や
秩
序
を
乱
し
か

ね
な
い
不
行
跡
者
＝
「
徒
者
」
は
勘
当
・
久
離
・
帳
外
に
さ
れ
、
集
団

か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
無
宿
＝
帳
外
は
、
幕
藩
制
の
編
成
原
理
と
は

異
な
る
次
元
で
の
身
分
に
収
斂
し
き
れ
な
い
社
会
的
関
係
の
存
在
（
身

分
的
周
縁
）
で
あ
っ
た
。
帳
外
た
ち
は
再
三
「
立
帰
」
り
を
繰
り
返
す

場
合
が
少
な
く
な
く
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る
治
安
悪
化
に
つ
な
が
る
な
ど

深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
領
外
に
放
逐
さ
れ
た
帳
外

た
ち
の
動
向
を
追
い
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
生
業
に
携
わ
り
、
生
活
を

維
持
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
寛
政
～
文
政
期
の
八
件
の
事
例
を
も

と
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
八
件
の
う
ち
窃
盗
五
件
、
贋
作
作
り

二
件
、
そ
の
他
一
件
で
あ
る
。

帳
外
た
ち
は
領
外
に
も
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
、
帳
外
と
承

知
で
止
宿
さ
せ
る
仲
間
も
い
た
。
帳
外
た
ち
は
あ
ち
こ
ち
で
日
雇
い
稼

ぎ
に
従
事
し
、
な
か
に
は
貯
え
た
小
銭
を
も
と
に
山
産
物
と
海
産
物
を

「
品
替
」
す
る
な
ど
小
商
い
を
す
る
者
も
い
た
が
、
窃
盗
や
贋
札
作
り

に
手
を
出
し
て
捕
縛
さ
れ
る
者
が
多
か
っ
た
。
盗
ん
だ
も
の
を
各
地
で

売
り
払
い
、
元
手
が
無
く
な
る
と
ま
た
盗
み
を
働
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン

を
繰
り
返
し
た
。  

罪
人
を
領
外
に
放
逐
す
る
こ
と
で
領
内
の
治
安
維
持
を
図
る
に
は
限

界
が
あ
り
、
藩
は
共
同
体
内
に
閉
じ
込
め
て
監
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
。

大　

賀　

郁　

夫

キ
ー
ワ
ー
ド

　
追
払
　
　
帳
外
　
　
立
帰
　
　
窃
盗
　
　
贋
札

目　

次

　
　
は
じ
め
に

　
　
一
　
延
岡
藩
の
帳
外

      

（
一
）
帳
外
の
創
出

　
　
　（
二
）
帳
外
と
立
帰
り

　
　
二
　
事
件
と
帳
外

　
　
　
　
事
例
一
　
無
宿
人
次
郎
右
衛
門
・
藤
助
・
安
五
郎
窃
盗
一
件

　
　
　
　
事
例
二
　
高
千
穂
鞍
岡
村
帳
外
六
弥
窃
盗
一
件

　
　
　
　
事
例
三
　
宮
崎
郡
花
ケ
嶋
町
帳
外
順
蔵
窃
盗
一
件

　
　
　
　
事
例
四
　
神
門
村
帳
外
友
吉
贋
札
一
件

　
　
　
　
事
例
五
　
高
千
穂
上
野
村
帳
外
角
右
衛
門
立
帰
り
一
件

　
　
　
　
事
例
六
　
佐
伯
領
津
久
見
村
帳
外
弥
右
衛
門
窃
盗
一
件

　
　
　
　
事
例
七
　
佐
土
原
領
帳
外
武
右
衛
門
贋
札
一
件

　
　
　
　
事
例
八
　
帳
外
廣
吉
窃
盗
一
件

　
　
む
す
び
に
か
え
て
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二

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
の
「
身
分
的
周
縁
」
研
究
会
の
発
足
以
来
、
近
世
史
研
究
に
お

い
て
身
分
的
周
縁
の
視
点
か
ら
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た

（
１
）。

制
度
化
さ
れ

た
身
分
制
の
裏
側
に
、
幕
藩
制
の
編
成
原
理
と
は
異
な
る
次
元
で
の
身
分
に
収

斂
し
き
れ
な
い
社
会
的
関
係
の
存
在
（
身
分
的
周
縁
）
に
着
目
し
、「
身
分
的

周
縁
論
」
は
近
世
社
会
の
社
会
構
造
全
体
の
捉
え
方
に
関
わ
る
も
の
に
展
開
し

て
き
た

（
２
）

。
例
え
ば
目
明
し
を
接
点
・
媒
介
と
し
て
、
異
な
る
社
会
集
団
間
や
異

な
る
性
格
の
存
在
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
３
）

。

近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
共
同
体
内
の
治
安
や
秩
序
を
乱
し
か
ね
な
い
不
行

跡
者
＝
「
徒
者
」
を
勘
当
・
久
離
・
帳
外
に
し
て
、
集
団
か
ら
排
除
し
た
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る

（
４
）

。
共
同
体
内
で
は
日
常
的
に
住
民
相
互
に
よ
る
「
人
品
」

監
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
後
難
」
か
ら
組
織
を
守
る
た
め
に
「
徒
者
」
は
人

別
帳
か
ら
除
外
さ
れ
て
帳
外
と
な
っ
た
の
で
あ
る

（
５
）

。
帳
外
は
『
地
方
凡
例
録 

下
巻
』

（
６
）

に
よ
れ
ば
、「
其
者
常
々
不
行
跡
に
て
、
親
類
・
村
役
人
種
々
異
見
を

差
加
へ
て
も
悪
事
を
止
め
ず
、
外
よ
り
度
々
難
題
申
来
り
候
に
付
、
村
方
宗
門

帳
に
加
へ
置
て
は
、
如
何
様
の
災
難
出
来
す
べ
き
も
計
り
難
き
ゆ
へ
に
、
親
類

村
役
人
申
談
じ
、
地
頭
へ
願
ひ
帳
外
致
し
村
方
を
追
出
す
こ
と
あ
り
」
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。
帳
外
は
、
村
方
の
共
同
体
と
し
て
の
論
理
と
、
公
儀
の
人
民
支

配
の
論
理
の
合
意
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た

（
７
）

。

共
同
体
か
ら
放
逐
さ
れ
た
帳
外
た
ち
は
、
再
三
「
立
帰
」
り
を
繰
り
返
す
場

合
が
少
な
く
な
く
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る
治
安
悪
化
に
つ
な
が
る
な
ど
深
刻
な
問

題
に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
が
「
立
帰
」
る
の
は
、
強
い
望
郷
の
念
も
あ
る
だ
ろ

う
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
場
所
に
何
ら
か
の
生
き
る
糧
が
あ
り
、
何
と
か
生
活

で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
仲
間
や
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
８
）

。
藩
は
常
々
帳
外
や
他
所
者
へ
の
宿
貸
し
を
厳
禁

し
て
い
た
が
、
禁
を
犯
し
て
止
宿
さ
せ
処
罰
さ
れ
る
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

領
外
の
帳
外
が
立
ち
帰
り
、
領
内
で
生
活
の
糧
を
得
、
ど
う
に
か
生
き
て
い
く

条
件
は
満
た
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
無
宿
＝
帳
外
を
と
り
あ
げ
、
領
内
追
放
と
な
っ
た
帳
外
た
ち
が

ど
の
よ
う
な
生
業
に
携
わ
り
、
生
活
を
維
持
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
具
体

的
に
明
ら
か
に
す
る
を
課
題
と
す
る
。
対
象
と
す
る
の
は
文
化
～
文
政
期
の
日

向
延
岡
藩
（
表
高
七
万
石
・
譜
代
内
藤
氏
）
で
あ
る
。
藩
領
域
は
城
附
臼
杵
郡

と
そ
の
西
方
に
続
く
高
千
穂
郷
、
飛
地
宮
崎
郡
と
豊
後
大
分
・
速
見
・
国
東
三

郡
で
あ
る
。
同
藩
は
、
北
部
は
佐
伯
・
竹
田
両
藩
、
西
部
は
肥
後
熊
本
藩
お
よ

び
幕
領
で
人
吉
藩
預
地
の
椎
葉
山
、
南
部
は
米
良
山
と
幕
領
と
藩
境
を
接
す
る
。

使
用
す
る
史
料
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
藩
庁
御
用
部
屋
日
記
「
萬
覚
書
」（
明

治
大
学
博
物
館
所
蔵
内
藤
家
文
書
）
で
あ
る
。

一　

延
岡
藩
の
帳
外

（
一
）
帳
外
の
創
出

共
同
体
か
ら
放
逐
さ
れ
た
「
帳
外
」
と
な
る
に
は
、
大
き
く
分
け
て
「
悪
事

有
之
帳
外
」
と
「
出
奔
帳
外
」
が
あ
っ
た

（
９
）

。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
み
て
い
こ
う
。

①
「
悪
事
有
之
帳
外
」

事
例
一
　
　
長
井
村
蓮
臺
寺
家
内
国
右
衛
門
の
場
合  

　
　
此
者
儀
先
年
不
埒
之
筋
有
之
、
村
方
帳
外
ニ
相
成
候
処
、
去
ル
亥
年
帰
村
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三

　
　
御
免
被
成
、
其
砌
ゟ
黒
木
村
之
内
江
太
平
山
仕
入
罷
在
（
後
略

）
（1
（

）

国
右
衛
門
の
「
不
埒
」
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、罪
を
得
て
村
方
帳
外
に
な
っ

た
例
で
あ
る
。
な
お
国
右
衛
門
は
、
後
亥
年
に
大
赦
に
よ
り
帰
村
が
許
さ
れ
て

い
る
。

事
例
二  
宮
崎
生
目
村
庄
屋
善
三
郎
下
人
源
蔵
の
場
合
　

一 

宮
崎
生
目
村
庄
屋
善
三
郎
下
人
源
蔵
儀
、
兼
而
不
人
品
ニ
付
度
々
異
見
等
仕

候
処
相
用
不
申
候
付
、
此
度
暇
差
遣
村
方
追
払
申
度
旨
、
依
之
村
帳
面
御

除
被
成
下
候
様
仕
度
奉
願
旨
、
親
類
・
年
寄
・
庄
屋
連
印
を
以
願
出
候
段
、

郡
奉
行
書
面
差
出
申
聞
候
付
、
各
江
茂
申
談
願
之
通
承
届
可
然
与
有
之
候

付
、
其
段
申
渡
候
様
郡
奉
行
江
申
談
書
面
差
戻
ス

）
（（
（

宮
崎
郡
生
目
村
庄
屋
善
三
郎
下
人
の
源
蔵
は
、
以
前
よ
り
不
人
品
で
度
々
異
見

し
て
き
た
が
聞
き
入
れ
な
い
の
で
、
暇
を
出
し
て
村
方
か
ら
追
払
い
た
い
。
つ

い
て
は
村
人
別
帳
か
ら
除
い
て
く
れ
る
よ
う
親
類
・
年
寄
・
庄
屋
ら
が
連
印
し

て
願
出
て
、
藩
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

②
「
出
奔
帳
外
」

事
例
三
　
恒
富
村
龍
治
の
場
合

　
　
龍
治
先
年
出
奔
仕
候
砌
、
先
々
大
庄
屋
染
矢
嘉
六
よ
り
御
他
領
ニ
而
不
埒

　
　
之
儀
出
来
候
而
者
不
相
成
、
帳
外
ニ
可
仕
（
後
略

）
（1
（

）

恒
富
村
龍
治
が
出
奔
し
た
時
に
、
大
庄
屋
染
矢
嘉
六
に
よ
り
龍
治
が
他
領
で
不

埒
な
こ
と
を
し
で
か
す
こ
と
を
危
惧
し
て
帳
外
に
し
た
と
す
る
。
大
庄
屋
の
権

限
で
防
犯
対
策
と
し
て
事
前
に
帳
外
に
し
た
の
で
あ
る
。

事
例
四  

　
神
門
村
帳
外
友
吉
の
場
合

　
　
此
者
儀
、
先
年
出
奔
仕
帳
外
ニ
相
成
居
候
処
、
去
ル
巳
年
御
料
児
湯
郡
右

　
　
松
村
之
内
新
町
江
罷
在
候
帳
外
大
吉
与
申
合
、
竹
田
御
領
通
用
之
銀
札
并

　
　
当
所
通
用
之
振
手
形
贋
札
拵
（
後
略

）
（1
（

）

神
門
村
友
吉
が
先
年
出
奔
し
て
帳
外
に
な
り
、
去
る
巳
年
に
御
料
児
湯
郡
右
松

村
新
町
の
帳
外
大
吉
と
、
竹
田
領
銀
札
と
当
領
振
手
形
の
贋
札
を
作
っ
た
と
い

う
も
の
で
、
理
由
は
不
明
で
も
居
村
を
出
奔
す
れ
ば
帳
外
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

事
例
五
　
　
恒
富
村
平
原
門
加
地
次
郎
の
場
合

一 

恒
富
村
平
原
門
勝
次
郎
儀
、
妻
倅
召
連
去
ル
子
年
出
奔
に
付
帳
外
ニ
被
仰

付
置
候
処
、
親
類
共
ゟ
歎
之
筋
も
有
之
、
出
奔
之
節
悪
事
等
仕
候
も
の
ニ

無
御
座
、
全
困
窮
ニ
而
村
方
立
出
候
も
の
ニ
付
、
帰
村
御
免
被
成
下
候
様

村
役
人
願
出
候
段
、
郡
奉
行
書
面
差
出
申
聞
候
ニ
付
各
江
茂
申
談
、
各
別

之
以
御
憐
愍
此
度
帰
村
御
免
被
成
、
御
城
内
出
入
御
差
留
被
成
、
以
来
万

端
相
慎
致
渡
世
候
様
為
申
付
可
然
与
各
遂
相
談
、
其
段
申
渡
候
様
左
之
通

郡
奉
行
江
申
談
、
尤
願
書
者
留
置
候
事

）
（1
（

恒
富
村
平
原
門
の
勝
次
郎
は
、
妻
と
倅
半
次
郎
を
連
れ
て
子
年
に
出
奔
し
帳
外

に
さ
れ
て
い
た
が
、
親
類
た
ち
の
歎
願
も
あ
り
、
出
奔
時
に
悪
事
を
し
た
わ
け

で
も
な
い
の
で
帰
村
を
許
し
て
く
れ
る
よ
う
村
役
人
が
願
出
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
勝
次
郎
の
出
奔
の
原
因
は
「
全
困
窮
」
で
あ
っ
た
た
め
、
藩
は
帰
村
を

認
め
て
い
る
。

帳
外
は
村
方
だ
け
に
見
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
町
方
の
事
例
を
示
そ
う
。

　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
覚

　
　
北
町
佐
伯
屋
半
次
郎
義
、
兼
而
不
人
品
ニ
而
商
売
方
等
も
不
仕
、
度
々
酒

　
　
狂
之
上
口
論
等
仕
、
度
々
御
上
之
御
手
当
も
被
仰
付
候
儀
ニ
付
、
私
共
ゟ

　
　
異
見
差
加
へ
候
義
者
数
度
之
事
起
候
ニ
御
座
候
得
共
、
何
様
人
品
不
相
直

　
　
此
上
如
何
様
之
義
仕
出
、
御
上
之
御
苦
労
可
罷
成
ほ
と
難
計
奉
存
候
間
、

　
　
乍
恐
町
払
帳
外
被
為
仰
付
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
此
段
宜
被
仰
上
可
被
下
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四

　
　
候
、
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
文
政
三
辰
年
　
　
　
　
　
北
町
佐
伯
屋
半
次
郎
親
類

　
　
　
　
　
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
清
高
嶋
大
坂
屋
　
　
金
兵
衛
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柳
沢
町
佐
伯
屋
　
　
勝
次
郎
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
半
次
郎
五
人
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夘
之
助
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
出
ニ
付
印
形
不
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
後
屋
　
　
　
　
　
万
次
郎
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菱
屋
　
　
　
　
　
　
傳
次
郎
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
後
屋
　
　
　
　
　
秀
治
　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
五
人
組
合
頭
近
江
屋
　
　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
兵
衛
　
　

　
　
　
　
河
野
勘
兵
衛
殿

　
　
　
　
林
田
新
助
殿

　
　
　
　
河
野
保
三
郎
殿

　
　
右
半
次
郎
義
、
度
々
私
共
ゟ
も
異
見
差
加
エ
候
得
共
不
取
用
、
前
段
親
類

　
　
五
人
組
共
奉
願
候
通
相
違
之
義
無
御
座
候
間
、
乍
恐
願
之
通
町
払
帳
外
被

　
　
為
御
聞
届
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
右
同
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
町
乙
名
　
　
　
河
野
保
三
郎
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
林
田
新
助
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
別
当
　
　
　
　
河
野
勘
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
番
町
年
寄
　
　
山
村
治
左
衛
門
印

　
　
　  

町
御
奉
行
所

　
　
　
右
書
面
町
奉
行
差
出
申
聞
候
ニ
付
各
江
も
申
談
、
願
之
通
被
仰
付
可

　
　
　
然
与
各
遂
相
談
、
其
段
申
渡
候
様
町
奉
行
江
申
談
願
書
差
戻
ス

）
（1
（

城
下
北
町
佐
伯
屋
半
次
郎
は
、
予
て
よ
り
品
行
が
悪
く
商
売
も
せ
ず
、
度
々
酒

に
酔
っ
て
口
論
等
を
し
て
藩
か
ら
捕
縛
を
命
じ
ら
れ
た
り
も
し
た
の
で
、
商
人

仲
間
が
何
度
も
異
見
し
た
が
素
行
は
改
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
後
ど
の
よ
う
な

悪
事
を
し
で
か
し
、
藩
に
厄
介
を
か
け
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
町
払
い
の
上

帳
外
に
し
て
ほ
し
い
と
願
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
町
方
・
在
方
を
問
わ
ず
、
主
に
①
出
奔
、
②
罪
科
、
③
防
犯

な
ど
の
理
由
で
共
同
体
か
ら
放
逐
さ
れ
、
帳
外
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特

に
③
防
犯
を
名
目
に
、
親
類
・
組
合
・
町
村
役
人
・
組
合
仲
間
な
ど
か
ら
の
陳

情
、
ま
た
村
役
人
の
独
断
で
も
帳
外
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

）
（1
（

。

（
二
）
帳
外
と
立
帰
り

犯
罪
や
出
奔
で
帳
外
と
な
っ
た
者
た
ち
が
、
領
内
へ
立
帰
る
例
は
枚
挙
に
暇

が
無
い
。
城
下
紺
屋
町
帳
外
人
弥
次
郎
の
例
を
示
そ
う
。

 

右
之
者
儀
、
御
領
内
江
立
帰
不
届
之
筋
有
之
付
、
岡
富
入
牢
被
仰
付
置
候

処
、
格
別
之
御
用
捨
ヲ
以
入
墨
致
、
板
田
橋
袂
ニ
而
三
日
曝
之
上
五
十
杖

為
打
、
御
領
内
追
払
被
仰
付
、
肥
前
長
崎
徘
徊
御
差
留
被
成
候

）
（1
（

領
内
へ
立
帰
っ
た
弥
次
郎
は
、
入
墨
し
て
板
田
橋
袂
に
三
日
曝
さ
れ
た
上
、

五
〇
杖
敲
か
れ
て
領
内
追
払
と
な
っ
て
い
る
。

内
藤
氏
が
延
岡
に
入
封
し
て
間
も
な
い
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
三
月
、
領

内
の
治
安
悪
化
に
対
し
て
郡
方
は
次
の
よ
う
な
達
書
を
出
し
て
い
る
。

 
近
年
風
俗
不
宜
村
方
茂
有
之
趣
相
聞
候
間
、
此
度
左
之
通
被
仰
付
可
然
与
　
　

奉
存
候

一 

村
方
江
年
々
申
渡
候
御
條
目
之
趣
、
并
村
方
被
仰
出
候
五
人
組
前
書
之
趣
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五

相
守
可
申
之
所
、
心
得
違
之
者
茂
間
々
有
之
段
粗
相
聞
不
埒
之
至
ニ
候
、

別
而
博
奕
諸
勝
負
致
候
も
の
数
多
有
之
趣
相
聞
、
風
俗
不
宜
者
茂
相
見
候
、

此
已
後
庄
屋
弁
指
者
不
及
申
、
五
人
組
為
仲
伴
相
互
ニ
致
吟
味
、
御
法
度

之
趣
急
度
相
守
可
申
事

一 

他
領
者
往
還
筋
江
相
掛
り
一
宿
為
致
候
儀
者
格
別
、
二
夜
与
宿
貸
候
儀
者

可
為
無
用
候
、
若
謂
茂
有
之
候
ハ
ヽ
庄
屋
・
五
人
組
江
相
届
、
村
役
人
ゟ

支
配
代
官
所
江
申
達
之
上
可
請
差
図
候
、
惣
而
不
審
成
者
村
方
ニ
差
置
申

間
敷
候
、
尤
往
還
筋
ニ
無
之
村
方
ハ
一
夜
た
り
と
も
宿
貸
申
間
敷
事

一 

御
先
代
ゟ
之
帳
外
も
の
又
者
欠
落
者
、
村
方
江
立
帰
徘
徊
致
候
者
有
之
趣

相
聞
、
不
届
至
極
ニ
候
、
右
躰
之
者
於
隠
置
者
其
身
者
不
及
申
、
親
類
・

五
人
組
・
村
役
人
迄
吟
味
之
上
、
急
度
被
仰
付
方
有
之
候
間
、
其
段
相
心

得
無
油
断
可
致
吟
味
事

 

右
之
趣
此
度
被
仰
出
候
間
、
村
々
小
百
姓
召
仕
等
迄
得
与
行
届
候
様
村
役

人
ゟ
念
を
入
可
申
渡
候
、
若
相
背
候
も
の
於
有
之
者
、
急
度
越
度
ニ
可
被

仰
付
候
、
以
上

）
（1
（

往
還
筋
で
は
他
領
者
に
は
二
泊
以
上
宿
を
貸
さ
な
い
こ
と
、
も
し
理
由
が
あ
る

場
合
は
村
役
人
や
代
官
に
届
け
て
差
図
を
得
る
こ
と
、
不
審
者
は
差
置
か
ず
往

還
筋
で
な
い
村
方
は
一
宿
も
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
厳
達
し
て
い
る
。
近

年
博
奕
・
諸
勝
負
を
す
る
者
が
多
く
み
ら
れ
る
な
ど
の
風
紀
の
乱
れ
は
、
先
代

牧
野
氏
時
代
か
ら
の
帳
外
や
欠
落
者
ら
が
、
村
方
に
立
帰
っ
て
徘
徊
す
る
か
ら

だ
と
断
じ
て
い
る
。
実
際
領
内
追
払
者
や
勘
当
・
帳
外
人
た
ち
が
、
領
内
に
立

帰
っ
て
徘
徊
し
、
神
事
祭
礼
や
縁
日
等
混
雑
す
る
場
所
で
博
奕
を
し
た
り
す
る

こ
と
が
多
々
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
同
七
年
三
月
、
藩
は
郷
中
・
町
方
・
門
前
へ
次
の
よ
う
な
触
書
を
出

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
郡
方
・
宗
門
方
江

一 

御
領
内
追
払
者
并
勘
当
・
帳
外
人
之
類
、
我
儘
ニ
御
領
内
江
立
帰
徘
徊
致

候
趣
粗
相
聞
エ
候
、
兼
而
被
仰
出
候
通
見
遁
聞
遁
不
致
訴
出
可
申
候
、
村

役
人
始
村
中
之
者
共
、
町
役
人
始
町
中
之
者
共
不
届
至
極
候

一 

他
所
者
猥
ニ
宿
致
候
儀
、
兼
而
御
停
止
之
処
、
是
又
近
年
不
埒
之
儀
相
聞

エ
候
、
前
々
御
制
禁
之
通
堅
相
守
候
様
急
度
可
申
付
候

一 

神
事
・
祭
礼
又
は
入
仏
・
開
帳
・
縁
日
等
ニ
而
人
集
致
候
節
、
於
辻
々
博
奕
・

ち
ょ
ほ
い
ち
等
有
之
趣
相
聞
エ
候
付
、
右
躰
之
も
の
見
掛
り
候
ハ
ヽ
召
捕

注
進
可
致
旨
、
去
年
中
茂
被
仰
付
候
処
、
今
以
相
止
兼
候
趣
粗
相
聞
エ
不

届
至
極
候
、
以
来
於
相
背
者
兼
而
御
定
之
通
急
度
可
被
仰
付
候
間
、
末
々

之
も
の
迄
堅
相
守
候
様
可
申
付
候

 

右
之
通
此
度
被
仰
出
候
間
、
郷
中
江
・
町
方
寺
社
并
門
前
江
可
被
相
触
候
、

以
上

）
（1
（

こ
の
よ
う
に
他
領
者
や
帳
外
者
を
、
領
内
の
治
安
を
悪
化
さ
せ
る
元
凶
だ
と
藩

は
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

領
内
を
追
放
さ
れ
た
帳
外
た
ち
が
再
び
領
内
へ
立
帰
る
の
は
、
望
郷
の
念
や

郷
愁
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
ら
を
必
要
と
す
る
需
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
が
奉
公
人
の
不
足
で
あ
る
。

　
宝
暦
十
二
年
三
月
、
藩
は
以
下
の
よ
う
な
触
を
町
在
に
出
し
て
い
る
。

一 
近
年
男
女
奉
公
人
至
而
払
底
ニ
相
成
、
御
家
中
末
々
迄
差
支
之
趣
相
聞
候

付
、
御
城
附
村
々
ゟ
御
中
間
ニ
御
抱
被
成
候
上
、
御
家
中
召
抱
候
者
江
御

配
被
成
可
然
与
遂
相
談
、
其
段
郡
方
江
申
渡
吟
味
為
致
候
処
、
当
時
田
畑

江
取
掛
り
候
故
在
々
ニ
茂
奉
公
望
候
も
の
無
之
、
其
上
未
進
中
間
ニ
可
罷
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六

出
者
も
無
之
趣
申
達
候
、
最
早
召
仕
出
代
り
之
砌
、
甚
御
家
中
差
支
ニ
茂

相
成
候
ニ
付
、
町
方
之
者
之
内
奉
公
人
請
負
候
者
茂
可
有
之
哉
、
内
々
吟

味
致
候
様
寺
社
奉
行
江
申
渡
候
処
、
博
労
町
長
岡
嘉
平
次
義
御
家
中
奉
公

人
并
御
分
日
雇
人
等
引
請
申
度
旨
、
最
男
女
給
銀
日
雇
賃
左
之
願
之
通
被

仰
付
候
者
、
他
所
者
等
ニ
而
茂
引
受
奉
公
人
差
出
可
申
旨
相
願
候
段
寺
社

奉
行
申
達
候
、
前
段
之
通
在
方
茂
近
年
打
続
作
方
宜
候
故
、
暮
能
候
而
奉

公
人
少
相
成
候
儀
与
相
見
、
甚
召
抱
候
者
共
差
支
ニ
相
成
候
間
、
他
所
者

た
り
と
も
嘉
平
次
江
奉
公
人
之
宿
為
致
可
然
与
有
之
、
給
銀
等
左
之
附
紙

之
通
ニ
而
請
負
被
仰
付
候
段
申
渡
候
様
寺
社
方
江
申
渡
願
書
戻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　
一
壱
年
季
男
奉
公

　
　
　
　
　
此
給
銀
百
目
　
　
　
　
内
五
匁
判
賃

　
　
一
同
女
奉
公

　
　
　
　
　
此
給
銀
九
拾
目
　
　
　
内
五
匁
判
賃

　
　
一
一
日
雇
壱
人
ニ
付

　
　
　
　
　
此
賃
銀
壱
匁
六
分
　
　
内
壱
分
同
断

 

右
之
通
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
追
々
奉
公
人
・
日
雇
人
共
引
受
出
精
仕
差

出
可
申
候
、
最
奉
公
人
餘
計
御
座
候
節
者
奉
公
人
無
御
座
候
故
、
右
之
給

金
ニ
而
御
抱
被
遊
候
者
奉
公
人
茂
可
有
御
座
与
奉
存
候
、
右
請
書
差
上
申

候
、
以
上

　
　
　
　
　
午
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
博
労
町

　
　
　
　
　
　
町
御
奉
行
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永マ

マ

岡
嘉
平
次
印

こ
れ
に
対
し
て
藩
は
附
紙
で
、

　
　
　
男
給
銀
　
上
百
目
　
　
　
下
九
拾
目

　
　
　
女
給
銀
　
上
九
拾
目
　
　
下
八
拾
目

　
　
　
右
之
通
請
負
候
様
可
被
申
渡
候

）
11
（

と
い
う
指
示
を
出
し
て
い
る
。
男
女
奉
公
人
の
払
底
を
理
由
に
、
藩
は
城
下
博

労
町
の
長
岡
嘉
平
次
を
奉
公
人
請
負
い
に
指
定
し
て
、
家
中
奉
公
人
や
領
内
の

日
雇
い
人
な
ど
を
斡
旋
さ
せ
て
い
る
が
、「
他
所
者
た
り
と
も
」
嘉
平
次
に
依

頼
す
れ
ば
奉
公
を
認
め
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
郡
方
・
町
方
江  

　
　
此
度
不
限
男
女
ニ
他
所
者
奉
公
人
宿
、
博
労
町
長
岡
嘉
平
次
江
被
仰
付
候
、

　
　
御
家
中
并
在
町
共
他
領
も
の
召
抱
候
ハ
ヽ
、
右
之
者
江
対
談
之
上
召
抱
候

　
　
様
可
致
候
、
前
々
被
仰
出
茂
有
之
帳
外
之
者
、
宿
致
候
義
堅
御
法
度
ニ
候

　
　
へ
共
、
万
一
人
足
主
無
之
御
領
内
徘
徊
之
者
は
、
右
嘉
平
次
方
ゟ
吟
味
茂

　
　
可
有
之
候
間
、
其
旨
可
相
心
得
候

　
一
御
分
日
雇
入
口
是
又
一
圓
ニ
嘉
平
次
江
被
仰
付
候
間
、
日
雇
稼
之
者
は
右

　
　
之
者
方
江
対
談
之
上
可
罷
出
候

　
　
右
之
通
被
仰
付
候
間
、
在
方
町
方
江
可
被
相
触
候
、
以
上

）
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帳
外
者
へ
の
宿
貸
し
は
法
度
で
あ
る
が
、
嘉
平
次
が
吟
味
し
た
上
で
奉
公
や
日

雇
い
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
帳
外
と
な
っ
た
者
が
領
内
に

立
帰
る
こ
と
を
事
実
上
認
め
た
も
同
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
追
放
さ
れ
た
帳
外
人
が
再
度
立
帰
り
、
奉
公
人
や
日
雇
人
と
し
て

真
面
目
に
働
け
ば
問
題
は
な
い
が
、
皆
が
そ
う
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば

文
化
十
年
六
月
、
佐
伯
領
帳
外
の
豊
八
が
銀
手
形
の
贋
札
を
作
り
使
用
し
た
と

し
て
、
入
墨
し
て
三
〇
杖
敲
き
・
三
日
曝
し
の
う
え
領
内
追
払
い
と
な
っ
た
。

豊
八
は
三
年
以
前
延
岡
領
に
来
て
、
博
労
町
丸
屋
五
郎
吉
に
頼
ん
で
紙
漉
稼
札

を
取
得
し
て
い
た
。
豊
八
は
、
贋
札
作
り
に
「
与
風
乗
合
」
一
〇
匁
札
ほ
か
都
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合
一
一
二
匁
を
拵
え
た
が
、「
見
悪
キ
札
」
で
あ
っ
た
た
め
一
枚
も
通
用
し
な

か
っ
た
。
丸
屋
五
郎
吉
に
対
す
る
町
方
の
趣
意
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
博
労
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
屋
　
五
郎
吉

 

右
之
者
儀
、
佐
伯
領
豊
八
・
斧
八
右
之
者
共
、
去
ル
未
年
雇
入
候
節
身
元

ハ
勿
論
、
往
来
證
文
等
見
届
、
其
上
ニ
而
日
雇
稼
札
可
相
願
筋
之
処
等
閑

ニ
相
心
得
、
其
上
去
八
九
月
頃
粟
野
名
村
江
引
移
候
由
、
其
節
限
手
切
ニ

相
成
候
ハ
ヽ
、
早
速
免
札
相
納
可
申
処
無
其
儀
、
甚
不
都
束
ニ
付
急
度
被

仰
付
方
茂
可
有
御
座
候
得
共
、
此
度
ハ
御
用
捨
を
以
日
数
十
五
日
逼
塞
被

仰
付
可
然
哉
奉
存
候
、
以
上

）
11
（

  

五
郎
吉
は
趣
意
書
通
り
の
処
分
に
な
っ
た
が
、
粟
野
名
村
庄
屋
も
「
贋
札
取
扱

候
仕
末
ニ
相
成
候
而
者
、
当
人
身
分
糺
方
不
行
届
不
念
」
と
し
て
呵
流
の
処
分

を
受
け
て
い
る
。

 
 

労
働
力
不
足
を
背
景
に
、
他
領
者
で
し
か
も
帳
外
で
あ
っ
て
も
、
願
出
れ
ば

日
雇
稼
札
は
容
易
に
入
手
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
犯
罪
が
起
こ
り
や
す
い

状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

事
件
と
帳
外

こ
こ
で
は
寛
政
～
文
政
期
に
、
延
岡
領
内
で
帳
外
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
八

件
の
事
件
を
取
り
上
げ
、
帳
外
の
動
向
や
生
業
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
き

た
い
。

事
例
一　

無
宿
人
次
郎
右
衛
門
・
藤
助
・
安
五
郎
窃
盗
一
件

）
（2
（

  

①
無
宿
人
次
郎
右
衛
門
の
場
合

天
明
八
年
中
の
こ
と
で
あ
る
。
高
千
穂
岩
井
川
村
山
中
に
あ
や
し
い
者
が
忍

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
村
方
の
者
た
ち
が
召
し
捕
ら
え
て
役
所
に
差
し
出

し
た
。
高
千
穂
代
官
は
と
り
あ
え
ず
船
尾
役
所
に
牢
舎
を
命
じ
て
取
り
調
べ
た

と
こ
ろ
、
当
人
は
帳
外
の
幸
助
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
実
は
幸
助
、
盗
賊

の
一
味
で
本
名
は
薩
摩
次
郎
右
衛
門
と
い
い
、
そ
の
時
は
牢
抜
け
し
て
逃
げ
去

り
行
方
不
明
と
な
っ
た
。

盗
賊
ら
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
寛
政
二
年
春
に
城
附
恒
富
村
伊
達
門
、
六

月
二
十
八
日
夜
に
黒
木
村
恵
助
方
へ
押
し
入
っ
て
強
盗
を
働
き
、
幸
助
こ
と
次

郎
右
衛
門
も
そ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
。
藩
は
非
人
た
ち
に
命
じ
て
方
々
探
索
さ

せ
、
七
月
二
十
三
日
九
ツ
時
、
佐
土
原
領
の
川
原
で
涼
ん
で
い
た
次
郎
右
衛
門

を
召
捕
ら
え
た
。
次
郎
右
衛
門
は
宮
崎
役
所
に
入
牢
さ
せ
ら
れ
、
延
岡
表
へ
送

ら
れ
て
岡
富
村
に
あ
っ
た
藩
の
牢
舎
に
入
牢
と
な
っ
た
。
郡
方
白
洲
に
お
い
て

郡
奉
行
・
町
奉
行
に
大
目
付
が
立
ち
会
い
詮
儀
が
行
わ
れ
た
。
次
郎
右
衛
門
（
当

年
11
歳
）
の
供
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

自
分
の
生
国
は
薩
州
下
中
町
で
、
十
一
歳
の
時
に
国
元
を
出
奔
し
て
帳
外
に

な
っ
た
。
二
年
前
、
高
千
穂
岩
井
川
村
を
徘
徊
し
て
い
た
と
き
に
召
し
捕
ら
え

ら
れ
、
船
尾
役
所
に
入
牢
と
な
っ
た
が
牢
抜
け
し
た
。
各
地
で
強
盗
を
働
き
、

佐
土
原
表
に
い
た
と
こ
ろ
を
捕
縛
さ
れ
た
。
捕
縛
さ
れ
る
以
前
、
昨
年
八
月

二
十
三
日
に
延
岡
表
へ
来
て
喜
惣
次
方
に
逗
留
し
つ
つ
、
大
貫
村
直
助
方
で
は

熊
平
、
ま
た
同
月
末
に
平
原
門
で
は
喜
三
郎
に
そ
れ
ぞ
れ
案
内
を
頼
ん
で
忍
び

入
り
、
衣
類
等
を
盗
ん
だ
。

今
年
二
月
九
日
晩
、
伊
達
門
に
押
し
入
り
衣
類
等
を
盗
み
取
っ
た
が
、
そ
の

際
の
仲
間
は
城
ヶ
崎
紋
吉
・
豊
後
平
吉
・
筑
前
忠
三
郎
と
自
分
の
四
人
だ
っ
た
。

船
尾
役
所
を
牢
抜
け
し
た
後
は
細
嶋
辺
に
行
き
、
そ
の
後
再
度
延
岡
表
に
出
て
、
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曽
木
門
の
金
助
な
る
者
と
知
り
合
い
、
六
月
二
十
八
日
に
金
助
方
に
行
っ
た
。

忠
三
郎
た
ち
と
も
合
流
し
て
、
黒
木
村
恵
助
宅
へ
押
し
入
ろ
う
と
手
配
し
た
が

見
咎
め
ら
れ
、
仕
方
な
く
曽
木
門
の
金
助
方
へ
戻
り
、
最
寄
り
の
山
中
に
隠
れ

二
・
三
夜
を
過
ご
し
て
そ
れ
か
ら
穂
北
辺
に
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
次
郎
右

衛
門
に
は
各
地
に
盗
人
仲
間
と
手
引
き
を
す
る
者
が
お
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

頼
り
に
盗
み
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
無
宿
人
藤
蔵
の
場
合

寛
政
二
年
夏
、
岡
富
牢
舎
を
牢
抜
け
し
た
帳
外
人
藤
蔵
（
11
歳
）
は
、
御
料

穂
北
で
召
し
捕
ら
え
ら
れ
、
早
速
延
岡
表
に
引
き
取
ら
れ
て
再
牢
を
命
じ
ら
れ

て
白
洲
で
取
り
調
べ
を
受
け
た
。
以
下
、
藤
蔵
の
供
述
で
あ
る
。

自
分
は
長
州
の
出
生
で
あ
る
が
、
幼
年
よ
り
親
と
も
ど
も
国
を
出
て
薩
摩
に

居
着
い
た
。
し
か
し
、
父
親
が
病
死
し
た
た
め
母
親
と
と
も
に
薩
摩
を
立
ち
退

き
、
肥
前
天
草
に
い
る
う
ち
に
母
も
亡
く
な
っ
た
。
嫁
も
い
な
い
の
で
、
去
る

二
月
中
に
天
草
を
立
出
て
、
肥
後
か
ら
高
鍋
を
経
て
美
々
津
辺
り
を
徘
徊
し
て

い
た
。
そ
の
時
に
目
明
か
し
の
庄
太
郎
と
懇
意
に
な
り
、
同
人
方
に
子
分
と
し

て
暫
く
逗
留
し
た
。
二
月
五
日
、
城
ヶ
崎
紋
と
筑
後
「
ブ
ン
ヂ
ン
」、
そ
れ
に

長
崎
平
吉
と
い
う
盗
人
ら
三
人
で
、
反
物
八
二
反
を
美
々
津
で
盗
取
っ
た
。
親

方
の
庄
太
郎
に
持
参
し
て
預
け
、
庄
太
郎
に
盗
み
に
入
る
に
よ
い
家
が
あ
れ
ば

手
引
き
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い
た
。
庄
太
郎
か
ら
は
寺
廻
門
の
喜
左
衛
門

方
を
勧
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
以
前
物
貰
い
な
ど
で
度
々
出
入
り
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
た
め
、
顔
も
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
断
っ
た
。
し
か
し
親
方
の
庄
太

郎
の
勧
め
で
も
あ
る
た
め
断
り
切
れ
ず
、
同
月
八
日
夜
、
三
人
で
喜
左
衛
門
宅

の
一
町
ほ
ど
手
前
ま
で
行
き
、
自
分
は
そ
こ
か
ら
直
ぐ
に
立
ち
帰
っ
た
。
喜
左

衛
門
方
か
ら
銀
子
二
貫
四
〇
〇
目
・
衣
類
二
五
品
を
盗
取
り
庄
太
郎
方
へ
持
参

し
た
。
自
分
は
道
案
内
を
し
た
だ
け
で
盗
み
に
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ

ら
の
盗
品
に
つ
い
て
は
一
切
知
ら
な
い
。
盗
品
を
返
す
よ
う
非
人
頭
片
山
平
五

郎
か
ら
庄
太
郎
へ
打
診
が
あ
っ
た
が
、
自
分
は
知
ら
な
い
と
し
ら
を
切
っ
た
。

平
五
郎
は
直
々
出
向
い
て
厳
し
く
追
及
し
た
た
め
、
言
い
逃
れ
で
き
ず
盗
品
を

平
子
郎
に
す
べ
て
渡
し
た
。
盗
ん
だ
銀
子
や
美
々
津
で
盗
み
取
っ
た
反
物
は
ど

う
し
た
か
と
問
わ
れ
た
が
、
あ
く
ま
で
知
ら
な
い
と
言
い
張
り
、
盗
品
の
う
ち

袷
一
枚
は
自
分
の
着
物
が
あ
ま
り
に
見
苦
し
い
の
で
平
五
郎
か
ら
貰
い
う
け
、

い
ま
単
物
に
し
て
着
用
し
て
い
る
。

寺
廻
門
喜
左
衛
門
方
へ
の
盗
み
の
手
引
き
後
、
親
方
庄
太
郎
が
言
う
に
は
、

三
人
が
銭
三
貫
文
を
手
数
料
と
し
て
藤
蔵
に
遣
わ
す
と
い
う
の
で
貰
っ
て
こ
い

と
の
こ
と
だ
っ
た
。
三
人
は
細
島
に
い
る
と
い
う
の
で
そ
こ
ま
で
行
き
、
目

明
喜
三
郎
方
に
立
ち
寄
り
居
場
所
を
尋
ね
る
と
、
恒
富
村
伊
達
門
辺
に
稼
ぎ
に

行
っ
て
い
る
と
い
う
。
帰
宅
し
た
彼
ら
か
ら
銭
三
貫
文
を
貰
い
、
す
ぐ
に
庄
太

郎
に
渡
し
た
が
、
彼
に
養
わ
れ
て
い
る
身
で
あ
る
か
ら
、
貰
っ
た
銭
は
自
分
の

自
由
に
は
で
き
ず
自
分
は
一
切
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
な
い
。
盗
賊
の
捕
縛
に

関
わ
る
目
明
か
し
と
、
盗
賊
一
味
は
ま
さ
に
同
類
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

牢
抜
け
の
顛
末
を
聞
か
れ
る
と
、
牢
舎
に
自
分
と
相
牢
し
て
い
た
良
助
と
、

何
と
か
助
か
り
た
い
、
逃
げ
延
び
る
手
段
は
な
い
か
と
相
談
し
て
い
る
う
ち
に
、

良
助
に
妙
案
が
あ
る
と
い
う
。
良
助
は
「
小
刀
た
は
こ
切
之
庖
丁
」
を
持
っ
て

い
た
が
、
こ
れ
は
天
井
貫
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
た
も
の
を
見
つ
け
所
持
し
て
い

た
も
の
と
い
う
。
人
目
を
忍
ん
で
こ
れ
で
格
子
を
毎
日
少
し
ず
つ
削
れ
ば
、
格

子
は
外
れ
る
は
ず
と
い
う
こ
と
で
、
両
人
で
格
子
削
り
に
励
ん
だ
。
良
助
は
便

所
の
板
敷
の
間
に
あ
っ
た
と
い
う
火
打
ち
道
具
も
所
持
し
て
お
り
、
そ
れ
で
削

り
木
屑
に
火
を
付
け
て
焼
く
と
抜
け
穴
が
広
が
り
、
四
月
二
十
日
夜
に
牢
抜
け
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し
て
塀
を
乗
り
越
え
て
鍛
冶
屋
敷
か
ら
逃
げ
延
び
た
。

牢
屋
を
抜
け
出
し
た
の
は
夜
五
ツ
時
分
頃
で
、
す
ぐ
に
新
町
目
明
方
へ
行
き
、

預
け
て
お
い
た
脇
差
を
一
腰
受
け
取
り
、
こ
の
ま
ま
美
々
津
へ
行
く
こ
ろ
に
は

夜
が
明
け
る
だ
ろ
う
か
ら
、
二
十
一
日
は
同
所
八
幡
山
内
に
隠
れ
て
、
そ
れ
か

ら
米
良
山
銀
鏡
ま
で
行
き
、
そ
の
後
児
湯
郡
内
に
立
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
を
召
し

捕
ら
え
ら
れ
た
。

③
無
宿
人
安
五
郎
の
場
合

次
郎
右
衛
門
が
穂
北
で
捕
縛
さ
れ
た
と
き
に
、
宮
崎
郡
下
北
方
村
権
右
衛
門

方
に
盗
み
の
談
合
を
し
て
い
た
安
五
郎
も
同
時
に
捕
縛
さ
れ
た
。
延
岡
表
で
も

押
し
入
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
宮
崎
か
ら
岡
富
入
牢
を
命
じ
ら
れ
た
。

安
五
郎
（
11
歳
）
の
供
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

自
分
は
豊
前
四
日
市
の
出
生
で
あ
る
。
幼
少
の
頃
親
に
連
れ
ら
れ
宮
崎
に
来

て
、
堂
宮
で
育
ち
七
歳
の
こ
ろ
か
ら
袖
乞
（
乞
食
）
を
し
、
無
宿
者
と
し
て
そ

の
後
は
奉
公
稼
ぎ
を
し
て
い
た
が
「
悪
心
」
を
起
こ
し
て
盗
人
渡
世
人
と
な
っ

た
。当

二
月
二
日
、
宮
崎
郡
瀬
頭
で
次
郎
右
衛
門
と
出
会
い
申
し
合
わ
せ
た
の
に

は
、
下
北
方
村
の
和
知
川
原
権
右
衛
門
方
に
盗
み
に
入
り
、
衣
類
等
二
一
品
を

盗
取
っ
た
。
こ
の
盗
品
は
飫
肥
藩
領
へ
質
物
と
し
て
入
れ
置
い
た
と
こ
ろ
、
そ

の
後
吟
味
の
う
え
先
方
が
取
り
戻
し
た
と
聞
い
た
。
伊
達
門
に
押
し
入
っ
た
こ

と
を
厳
し
く
詮
議
さ
れ
た
の
で
白
状
す
る
と
、
豊
後
か
ら
八
戸
梓
越
え
を
し
て

延
岡
城
下
を
通
り
、
六
月
二
十
七
日
夜
に
曽
木
村
金
助
方
へ
行
っ
た
。
次
郎
右

衛
門
は
金
助
と
以
前
か
ら
懇
意
で
あ
っ
た
が
、
自
分
は
初
対
面
だ
っ
た
。
次
郎

右
衛
門
が
先
に
行
っ
て
宿
を
借
り
て
く
れ
た
の
で
、
弥
助
・
新
助
・
私
も
続
き

そ
こ
に
一
宿
し
た
。
な
お
最
初
由
右
衛
門
と
い
っ
た
が
偽
り
で
、
こ
れ
は
自
分

安
五
郎
の
こ
と
で
あ
る
。

翌
二
十
八
日
に
黒
木
村
へ
盗
取
に
行
く
相
談
を
し
、
夜
に
な
っ
て
向
か
っ
た

が
、
先
方
は
至
っ
て
不
運
で
盗
み
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
逆
に
追
わ
れ
て
や
っ
と

の
こ
と
で
逃
げ
帰
っ
た
。
翌
朝
ま
た
金
助
徒
へ
行
き
食
事
等
を
し
た
が
、
こ
こ

は
人
の
出
入
り
も
多
い
と
い
う
の
で
裏
山
に
隠
れ
て
い
た
。
昼
時
分
に
は
金
助

が
餅
を
振
る
舞
い
、
暮
れ
に
は
金
助
方
で
夕
飯
を
貰
う
な
ど
世
話
を
焼
い
て
く

れ
た
。
こ
れ
は
次
郎
右
衛
門
が
時
前
に
銀
札
を
渡
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ

の
ま
ま
暇
乞
い
を
し
て
豊
後
大
野
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、「
疝
気
ふ
る
い
」
と

な
っ
た
た
め
自
分
は
水
神
宮
に
一
人
残
り
、
三
人
は
先
に
行
っ
た
。
宮
崎
に
向

か
っ
た
自
分
は
高
鍋
左
太
夫
と
い
う
者
に
途
中
で
捕
ら
え
ら
れ
、
穂
北
助
右
衛

門
に
預
け
ら
れ
た
。
佐
吉
と
い
う
者
の
小
屋
に
い
た
と
こ
ろ
、
七
月
二
十
三
日

に
暑
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
川
原
で
休
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
宮
崎
中
村
町
藤
兵
衛

と
追
手
三
・
四
人
に
捕
縛
さ
れ
た
。
な
お
曽
木
村
金
助
は
、
次
郎
右
衛
門
ら
が

捕
縛
さ
れ
る
以
前
に
、
盗
賊
宿
し
た
こ
と
が
露
顕
し
て
岡
富
牢
舎
に
な
り
、
詮

議
の
末
に
白
状
し
た
。

三
人
の
供
述
を
も
と
に
郡
奉
行
・
町
奉
行
が
存
念
を
尋
ね
ら
れ
、
家
老
衆
が

相
談
し
て
、
十
月
二
十
六
日
付
で
次
郎
右
衛
門
・
藤
蔵
・
安
五
郎
お
よ
び
金
助

に
次
の
よ
う
な
評
決
が
下
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
者
　
次
郎
右
衛
門

　
　
此
者
儀
、
去
々
年
中
船
尾
牢
舎
被
仰
付
置
候
処
牢
抜
致
、
其
後
御
領
内
江

　
　
入
込
御
城
下
近
辺
ニ
忍
居
致
盗
賊
、
剰
党
を
催
し
百
姓
家
江
押
入
、
盗
之

　
　
始
終
僉
議
之
上
及
白
状
重
罪
ニ
付
、
明
廿
七
日
場
所
恒
富
村
之
内
於
宿
屋

　
　
敷
磔
御
仕
置
被
仰
付
、
死
骸
ハ
前
々
之
通
日
数
三
日
曝
被
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
者
　
藤
蔵
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〇

　
　
此
者
儀
、
当
春
寺
廻
門
押
入
之
手
引
致
候
付
、
岡
富
牢
舎
被
仰
付
置
候
処
、

　
　
牢
抜
致
重
罪
ニ
付
、
明
廿
七
日
場
所
恒
富
村
之
内
於
宿
屋
敷
討
首
御
仕
置

　
　
被
仰
付
、
獄
門
之
儀
者
前
々
之
通
日
数
三
日
曝
被
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
者
　
安
五
郎

 

此
者
儀
、
宮
崎
御
領
内
ニ
而
盗
賊
致
、
剰
黒
木
村
押
入
之
人
数
ニ
候
処
、

相
陳
詮
議
之
上
難
遁
及
白
状
重
罪
ニ
付
、
明
廿
七
日
場
所
恒
富
村
之
内
於

宿
屋
敷
討
首
御
仕
置
被
仰
付
、
獄
門
之
儀
者
前
々
之
通
日
数
三
日
曝
被
仰

付
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
方
村
之
内
曽
木
村
　
金
助

 

此
者
儀
、
御
法
度
相
背
盗
賊
共
之
宿
い
た
し
、
其
上
黒
木
村
押
入
之
儀
も

乍
存
村
役
人
江
も
不
訴
出
、
盗
賊
江
者
荷
担
不
届
至
極
ニ
付
、
此
度
岡
富

永
牢
被
仰
付
候

一
味
の
張
本
人
と
み
な
さ
れ
、
船
尾
牢
抜
け
し
て
徒
党
を
企
図
し
た
首
領
格

の
次
郎
右
衛
門
は
、
恒
富
村
宿
屋
敷
で
磔
の
極
刑
に
処
せ
ら
れ
、
藤
蔵
と
安
五

郎
は
討
首
と
な
り
、
三
人
の
首
は
と
も
に
獄
門
三
日
曝
し
に
処
せ
ら
れ
た
。
金

助
は
押
し
入
り
の
手
引
き
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
盗
賊
宿
を
し
て
食
物
な

ど
盗
賊
の
世
話
を
し
た
な
ど
の
罪
状
か
ら
、
両
奉
行
ら
の
意
趣
と
し
て
は
領
内

追
払
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
で
は
評
儀
の
結
果
、「
残
党
其
外
江
之
御
取

〆
り
之
た
め
」
岡
富
永
牢
と
な
っ
た
。

三
人
は
、
仕
置
き
を
申
し
渡
さ
れ
た
翌
二
十
七
日
、
早
速
刑
が
執
行
さ
れ
た
。

事
例
二　

高
千
穂
鞍
岡
村
帳
外
六
弥
窃
盗
一
件

）
（2
（

  

高
千
穂
鞍
岡
村
の
帳
外
六
弥
は
、
前
年
八
月
に
所
々
で
騙
り
や
虚
説
を
触
れ

回
り
、
ま
た
隠
密
方
と
偽
っ
て
家
中
の
名
を
出
し
て
虚
言
を
重
ね
た
と
し
て
、

岡
富
入
牢
の
う
え
五
〇
杖
擲
・
日
数
三
日
曝
し
の
う
え
領
内
追
払
に
処
さ
れ
た

前
科
者
で
あ
っ
た

）
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（

。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
ま
も
な
く
立
帰
り
、
高
千
穂
所
々
に
お

い
て
盗
み
や
誘
拐
等
を
し
た
と
し
て
、
二
月
二
十
九
日
に
七
ツ
山
村
で
捕
ら
え

ら
れ
延
岡
表
へ
送
ら
れ
、
岡
富
牢
舎
を
命
じ
ら
れ
た
。
郡
方
白
洲
で
郡
奉
行
・

町
奉
行
・
大
目
付
が
立
ち
会
い
詮
議
が
行
わ
れ
た
。
以
下
は
六
弥
の
供
述
で
あ

る
。去

る
寅
（
文
化
三
年
）
八
月
中
に
追
払
を
命
じ
ら
れ
、
竹
田
領
の
奥
嶽
と
い

う
所
へ
行
き
、
八
日
ほ
ど
日
雇
い
稼
ぎ
を
し
て
逗
留
し
た
。
そ
れ
か
ら
同
所
を

出
て
肥
後
領
草
ケ
部
を
通
り
、
九
月
十
四
日
に
再
び
高
千
穂
五
カ
所
村
に
出
た
。

翌
十
五
日
に
下
野
村
に
行
き
か
か
る
と
、
三
田
井
村
の
馬
喰
喜
兵
衛
に
出
く
わ

し
た
。
喜
兵
衛
か
ら
以
前
貸
し
た
銭
五
貫
文
の
返
済
を
求
め
ら
れ
た
が
、
持
ち

合
わ
せ
が
な
い
と
断
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
な
ら
と
持
っ
て
い
た
傘
を
く
れ
と
言

わ
れ
た
の
で
傘
を
渡
し
た
。
そ
の
際
喜
兵
衛
は
、
こ
の
あ
た
り
を
立
ち
回
る
の

は
良
く
な
い
か
ら
肥
後
あ
た
り
に
い
け
と
い
う
の
で
、
肥
後
に
入
り
込
ん
だ
。

同
月
十
九
日
、
肥
後
領
菅
ノ
尾
手
永
に
い
た
「
お
の
へ
」
と
い
う
瞽
女
と
出
会

い
、
高
千
穂
上
野
村
田
ノ
端
か
ら
招
き
が
あ
っ
た
と
騙
し
、
先
に
三
味
線
箱
と

着
物
二
品
を
自
分
に
預
か
り
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
売
り
払
い
代
銀
五
五
匁
と
茶
代

七
銭
八
〇
目
程
を
懐
に
入
れ
た
。
そ
れ
か
ら
高
千
穂
に
入
り
込
み
、
岩
戸
村
土

呂
久
鉱
山
に
向
か
う
途
中
で
小
間
物
商
人
に
出
合
い
、
鼻
紙
袋
筒
一
つ
と
針
二

包
を
購
入
し
代
金
は
自
分
宿
に
し
て
い
る
岩
上
の
久
弥
方
で
払
う
と
謀
っ
た
。

商
人
は
、
こ
れ
か
ら
山
裏
村
へ
行
く
の
で
、
代
金
は
帰
り
に
久
弥
方
で
受
け
取

る
と
言
い
品
物
を
渡
し
て
く
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
久
弥
に
代
金
を
渡
す
つ
も
り
は

な
く
、
品
物
を
受
け
取
る
と
向
山
村
椎
屋
谷
に
行
っ
て
針
売
と
の
触
れ
込
み
で
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宿
を
取
っ
た
。
寝
所
脇
に
杠
秤
一
つ
と
脇
差
一
腰
が
あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
盗
取

り
、
宿
に
は
泊
ま
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
逃
げ
出
し
た
。
同
村
尾
峯
の
万
兵
衛
方
に

立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
あ
た
り
は
ま
だ
夜
な
べ
を
し
て
い
る
の
で
、
宿
を

頼
ん
で
は
ど
う
か
と
話
し
て
い
る
と
、
追
っ
手
と
思
わ
れ
る
者
た
ち
の
声
が
聞

こ
え
た
の
で
、
椎
屋
谷
で
盗
ん
だ
品
物
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
万
兵
衛
方
を
逃
げ

出
し
た
。

そ
れ
か
ら
奈
須
（
椎
葉
山
）
に
暫
く
潜
ん
で
い
た
が
、
何
の
稼
ぎ
も
な
い
た

め
ま
た
ま
た
高
千
穂
三
ケ
所
村
へ
行
っ
た
。
田
原
村
佐
平
治
方
か
ら
子
守
を
探

し
て
い
る
の
で
、
三
ケ
所
村
善
蔵
の
娘
を
遣
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
と
親
に
偽

り
を
話
し
て
娘
を
連
れ
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
親
は
得
心
し
た
が
妹
も
一
緒

に
田
原
村
ま
で
姉
を
見
送
ら
せ
る
の
で
、
帰
り
は
人
を
付
け
て
送
っ
て
く
れ
る

よ
う
頼
ん
で
き
た
。
見
送
り
に
は
及
ば
な
い
と
言
っ
た
が
聞
き
入
れ
ず
、
仕
方

な
く
三
人
で
出
立
し
た
。
田
原
村
に
い
る
娘
ら
の
伯
母
方
へ
行
く
と
、
三
ケ
所

村
坂
本
門
の
圓
蔵
と
い
う
者
か
ら
、
伯
母
方
へ
こ
れ
が
自
分
の
謀
り
だ
と
の
便

が
届
い
て
い
た
た
め
、
娘
ら
を
そ
こ
に
捨
て
置
い
て
逃
げ
た
。
娘
は
、
以
前
自

分
が
三
ケ
所
村
で
日
雇
い
稼
ぎ
を
し
て
い
た
と
き
に
懇
ろ
に
な
っ
た
も
の
で
、

こ
っ
そ
り
申
し
合
わ
せ
て
駈
け
落
ち
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。

ま
た
岩
戸
村
土
呂
久
鉱
山
に
行
っ
た
が
特
に
稼
ぎ
も
な
い
た
め
、
船
尾
を
通

り
分
城
村
へ
出
て
曽
木
辺
に
来
て
、
十
月
末
に
庵
川
村
の
金
七
方
へ
泊
ま
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
近
所
に
普
請
が
あ
り
金
七
一
家
は
そ
の
加
勢
に
出
か
け
、
祖
母

も
近
所
に
行
く
な
ど
一
家
出
払
い
自
分
一
人
だ
っ
た
の
で
、
衣
類
五
つ
を
盗
取

り
す
ぐ
逃
げ
た
。
こ
れ
を
奈
須
で
売
り
払
っ
た
。

当
正
月
初
め
、
肥
後
領
糀
木
と
い
う
と
こ
ろ
で
源
蔵
と
虎
治
ら
に
出
会
い
博

奕
を
し
た
。
そ
の
際
源
蔵
が
盗
み
出
し
た
品
物
を
矢
部
で
売
り
払
い
、
代
銀
は

山
分
け
し
た
。
二
月
十
二
・
三
日
頃
上
野
村
権
五
郎
方
に
て
銭
・
羽
織
・
股
引

な
ど
を
盗
取
り
、
肥
後
岩
屋
で
売
り
払
っ
た
。
去
年
九
月
十
一
日
夜
岩
井
川
村

惣
治
方
で
の
窃
盗
、
お
よ
び
当
二
月
五
日
夜
岩
戸
村
出
火
時
に
社
人
方
で
の
盗

み
も
関
与
し
た
と
吟
味
さ
れ
た
が
、
九
月
十
一
日
は
竹
田
、
二
月
五
日
は
奈
須

に
居
た
の
で
、
二
つ
の
事
件
に
は
関
与
し
て
い
な
い
と
言
上
し
て
い
る
。

六
弥
の
行
動
範
囲
は
、
高
千
穂
郷
三
田
井
・
上
野
・
岩
戸
・
山
裏
・
向
山
・

三
ケ
所
・
田
原
各
村
々
か
ら
、
肥
後
・
竹
田
・
幕
領
椎
葉
山
さ
ら
に
延
岡
城
附

と
広
範
に
亘
る
が
、
行
く
先
々
に
同
類
・
仲
間
が
い
て
宿
を
提
供
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
六
弥
は
こ
う
し
た
恩
を
仇
で
返
す
よ
う
に
、
宿
で
衣
類
な
ど
を

盗
み
取
っ
て
換
金
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
郡
奉
行
・
町
奉
行
た
ち
の
趣
意
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞍
岡
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
外
　
六
弥

 

此
者
儀
、
去
年
中
不
届
之
筋
有
之
候
得
共
、
各
別
之
御
憐
愍
を
以
御
領
内

追
払
被
仰
付
候
処
、
無
程
立
帰
而
巳
な
ら
す
、
高
千
穂
於
所
々
盗
・
か
た

り
等
い
た
し
、
重
々
不
届
至
極
ニ
付
、
重
キ
御
仕
置
被
仰
付
可
然
者
ニ
候

得
共
、
各
別
御
用
捨
を
以
場
所
岡
富
村
之
内
於
柳
原
討
首
御
仕
置
之
上
、

獄
門
者
三
日
曝
被
仰
付
可
然
哉
ニ
奉
存
候

右
之
通
相
伺
申
候
、
以
上

「
各
別
御
用
捨
を
以
」
と
い
い
な
が
ら
「
討
首
」「
獄
門
者
三
日
曝
」
と
は
解
せ

な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
両
奉
行
の
趣
意
書
に
対
し
て
、
御
用
部
屋
で
は
家
老
以

下
に
よ
る
協
議
が
行
わ
れ
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
出
し
て
い
る
。

 

六
弥
儀
、
前
段
之
通
不
届
者
ニ
候
得
共
、
両
役
存
念
通
御
仕
置
被
仰
付
候

而
茂
可
然
哉
ニ
候
得
共
、
誠
ニ
小
盗
同
然
之
儀
ニ
而
、
外
ニ
深
キ
悪
ル
巧
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二

等
致
候
儀
茂
無
之
候
得
者
、
御
憐
愍
難
相
成
重
科
与
申
ニ
茂
無
之
候
間
、

罪
一
等
御
用
捨
被
成
岡
富
永
牢
被
仰
付
可
然
与
、
御
家
老
衆
始
各
遂
相
談
、

当
三
月
廿
六
日
之
便
江
府
江
及
相
談
候
処
、
内
藤
治
部
左
衛
門
始
各
遂
相

談
、
同
意
ニ
付
御
前
相
伺
候
処
、
六
弥
儀
伺
之
通
岡
富
永
牢
可
申
付
旨
被

仰
出
候
段
、
返
書
申
来
居
候
付
猶
又
各
江
茂
申
談
、
此
節
被
仰
付
可
然
与

其
段
申
渡
候
様
、
今
日
郡
奉
行
・
町
奉
行
江
茂
申
談
書
面
相
渡

）
11
（

六
弥
の
犯
罪
は
「
小
盗
同
然
」
で
「
深
キ
悪
ル
巧
」
を
す
る
の
で
も
な
い
と
し

て
、「
罪
一
等
御
用
捨
」
に
て
岡
富
永
牢
に
処
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
江
戸
家
老
の
内
藤
治
部
左
衛
門
ら
の
同
意
も
得
て
お
り
、
さ
ら
に
当
主
内

藤
内
藤
政
順
も
「
伺
之
通
」
と
の
こ
と
で
、
六
弥
の
岡
富
永
牢
が
確
定
し
た
。

                                                      

事
例
三　

宮
崎
郡
花
ケ
嶋
町
帳
外
順
蔵
窃
盗
一
件

）
（2
（

宮
崎
郡
花
ヶ
島
町
帳
外
の
順
蔵
が
、
城
附
長
井
村
で
召
し
捕
ら
え
ら
れ
早
速

岡
富
入
牢
を
命
じ
ら
れ
た
。
郡
方
白
洲
で
郡
奉
行
・
町
奉
行
・
大
目
付
立
ち
会

い
の
も
と
詮
議
が
行
わ
れ
た
。
順
蔵
（
11
歳
）
の
供
述
を
み
て
み
よ
う
。

自
分
は
花
ヶ
島
壱
岐
治
右
衛
門
の
譜
代
下
人
で
、
両
親
は
無
く
兄
一
人
と
姉

二
人
が
い
た
。
姉
は
す
で
こ
れ
が
縁
付
き
、
兄
と
自
分
二
人
は
治
右
衛
門
方
に

い
た
と
こ
ろ
、
自
分
は
「
与
風
心
得
違
」
を
起
こ
し
帳
外
の
市
五
郎
と
申
し
合

わ
せ
て
、
宮
崎
郡
上
野
町
後
家
は
ま
方
へ
一
昨
年
三
月
忍
び
入
っ
て
、
白
木
綿

二
束
（
二
〇
反
）
を
盗
ん
だ
。
こ
の
う
ち
七
反
は
花
ヶ
島
町
奉
行
虎
助
へ
九
六

銭
三
貫
七
・
八
〇
〇
文
で
売
り
渡
し
、
残
り
一
三
反
は
他
領
所
々
で
売
り
払
っ

た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
こ
と
が
露
見
し
た
た
め
、
仕
方
な
く
同
年
四
月
に
欠
落
し

て
長
井
村
で
日
雇
い
稼
ぎ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
市
五
郎
と
花
ケ
島
町
帳
外
の

定
四
郎
と
出
会
い
、
去
年
の
六
月
頃
三
人
で
申
し
合
わ
せ
て
出
北
村
久
之
助
方

へ
盗
み
に
入
り
、
衣
類
八
品
を
盗
ん
で
三
人
で
分
け
た
。
そ
れ
か
ら
定
四
郎
と

は
別
れ
、
市
五
郎
と
と
も
に
竹
田
領
へ
行
き
か
ら
、
所
々
で
盗
み
を
働
き
そ
れ

を
売
り
払
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
。
船
便
で
大
坂
に
も
登
り
各
所
見
物
な
ど

し
て
い
た
が
、
路
銀
が
底
を
つ
き
か
け
逗
留
も
難
し
く
な
っ
た
の
で
帰
国
し
、

八
月
一
日
に
宮
崎
郡
大
塚
村
虎
蔵
方
を
訪
ね
そ
の
ま
ま
逗
留
し
た
。

さ
て
市
五
郎
は
以
前
、
飫
肥
領
清
武
新
町
部
当
の
太
田
保
左
衛
門
方
に
三
・

四
年
奉
公
し
て
い
た
の
で
、
案
内
す
る
か
ら
盗
み
に
入
ら
な
い
か
と
誘
わ
れ
す

ぐ
に
同
意
し
た
。
四
月
三
日
暮
六
ツ
時
過
ぎ
、
二
人
で
虎
蔵
方
を
立
出
て
中
村

町
を
通
り
か
か
っ
た
時
、
雨
が
降
り
出
し
た
の
で
誰
と
も
し
ら
な
い
家
の
戸
口

に
あ
っ
た
傘
を
盗
み
、
清
武
町
で
は
火
縄
を
灯
し
て
町
内
の
様
子
を
探
っ
た
と

こ
ろ
、
人
家
は
ま
だ
寝
静
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
川
端
で
暫
く
隠
れ
居
り
、

夜
九
時
過
ぎ
に
保
左
衛
門
宅
の
裏
厩
脇
の
竹
垣
を
破
っ
て
蔵
の
戸
板
を
鑿
で
は

ず
し
、
自
分
は
蔵
の
前
で
待
ち
、
市
五
郎
が
蔵
の
中
へ
這
い
入
り
、
反
物
や
足

袋
な
ど
を
盗
み
出
し
厩
脇
ま
で
持
ち
運
ん
だ
。
鑿
や
脇
差
の
折
れ
た
よ
う
な
刃

物
、
そ
れ
に
火
縄
な
ど
は
そ
の
場
に
捨
て
、
盗
ん
だ
品
物
は
往
還
へ
持
ち
出
し

て
荷
造
り
し
た
。
途
中
で
人
と
行
き
会
い
怪
し
ま
れ
た
が
、
中
身
は
飫
肥
紙
だ

と
誤
魔
化
し
、
そ
こ
か
ら
半
道
程
山
へ
入
り
四
日
暮
ま
で
隠
れ
て
い
た
。

夜
に
な
り
伊
満
福
寺
境
内
の
山
へ
行
き
、
五
日
昼
ま
で
同
所
に
忍
ん
で
い
た

が
、
空
腹
に
耐
え
ら
れ
ず
柿
な
ど
を
も
い
で
食
べ
た
。
夜
に
同
所
を
立
出
で
、

大
塚
村
の
虎
蔵
方
へ
帰
り
、
盗
品
は
厩
へ
隠
し
置
き
一
・
二
日
逗
留
し
、
同
人

方
で
包
蓙
四
枚
を
調
達
し
て
も
ら
い
、
同
七
日
に
荷
拵
え
し
た
。
改
め
て
盗
品

を
確
認
す
る
と
、
白
木
綿
六
〇
反
程
・
染
地
沙
木
綿
二
〇
反
程
・
紺
足
袋
一
〇

足
・
白
足
袋
二
〇
足
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
白
木
綿
三
反
・
縞
一
反
・
足

袋
三
足
を
虎
蔵
へ
や
り
、
同
七
日
夜
同
所
を
出
立
し
て
豊
後
へ
向
か
っ
た
。
途
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中
高
鍋
領
や
幕
領
な
ど
で
木
綿
四
反
を
銀
六
匁
で
売
り
渡
し
、
そ
れ
か
ら
延
岡

領
八
戸
門
の
長
太
郎
方
へ
行
き
、
木
綿
商
人
に
な
り
す
ま
し
て
逗
留
し
、
長
太

郎
に
は
白
木
綿
を
代
銭
三
貫
八
〇
〇
文
、
縞
木
綿
三
反
を
代
銀
二
九
匁
七
分
で

売
り
渡
し
た
。
そ
の
ほ
か
同
所
で
市
五
郎
が
白
木
綿
六
反
を
一
反
四
匁
五
分
～

五
匁
位
で
売
っ
た
。

逗
留
中
は
長
太
郎
を
頼
り
、
三
人
で
祝
子
川
へ
行
く
途
中
炭
焼
で
縞
木
綿
一

反
を
代
銀
一
三
匁
六
分
、
白
木
綿
一
反
を
四
匁
五
分
、
同
二
反
を
丁
銭
一
貫
文

で
売
り
払
っ
た
。
祝
子
川
で
は
一
宿
し
、
同
所
で
白
木
綿
二
反
を
銀
一
〇
匁
、

同
二
反
を
丁
銭
一
貫
文
で
売
り
払
っ
た
。
そ
れ
か
ら
豊
後
路
を
登
り
、
九
月
初

に
芸
州
へ
下
る
便
船
が
あ
っ
た
の
で
島
崎
か
ら
ま
た
宮
崎
へ
立
ち
帰
っ
た
。

十
月
、
市
五
郎
と
一
緒
に
大
塚
村
の
高
松
仁
右
衛
門
方
へ
盗
み
に
入
り
、
衣

類
二
枚
・
銭
七
貫
七
・
八
〇
〇
文
程
、
花
ヶ
島
町
後
家
方
で
夜
着
一
枚
・
袷
二
枚
・

羽
織
二
枚
・
鍬
一
挺
、
江
平
町
の
庄
左
衛
門
方
で
衣
類
・
帯
な
ど
二
〇
品
を
盗

ん
だ
。
こ
れ
ら
の
盗
品
を
佐
土
原
領
分
へ
持
ち
込
み
、
代
銭
七
貫
七
・
八
〇
〇

文
は
花
ヶ
島
町
瀧
右
衛
門
に
頼
ん
で
銀
六
〇
目
余
に
両
替
し
て
も
ら
っ
た
。
そ

の
際
に
同
人
方
で
酒
肴
を
調
達
し
て
も
ら
い
、
銭
二
〇
〇
文
を
支
払
っ
た
。

こ
れ
ら
の
盗
品
を
持
ち
出
し
て
、
豊
後
へ
向
か
う
途
中
八
戸
門
の
長
太
郎
方

へ
立
ち
寄
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
同
人
は
留
守
で
娘
が
一
人
い
た
の
で
酒
の
調
達

を
頼
み
、
酒
を
買
い
に
出
た
隙
に
袷
二
枚
を
盗
み
取
っ
た
。
酒
を
飲
ん
だ
後
同

所
を
発
ち
、
岡
富
村
を
通
り
臼
杵
へ
出
て
、
所
々
で
盗
品
を
売
り
払
い
な
が
ら

各
地
を
徘
徊
し
た
。
去
る
寅
十
二
月
二
十
八
日
、
府
内
城
下
辺
で
市
五
郎
と
口

論
し
て
立
ち
別
れ
、
自
分
は
筑
前
辺
へ
行
き
そ
れ
か
ら
別
府
に
回
っ
て
盗
み
を

試
み
た
が
、
土
地
不
案
内
の
た
め
小
盗
み
も
で
き
ず
、
都
政
の
手
段
も
尽
き
果

て
た
た
め
、
仕
方
な
く
宮
崎
表
へ
立
ち
帰
え
る
途
中
長
井
村
で
召
し
捕
ら
え
ら

れ
た
。
な
お
、
所
々
で
盗
み
取
っ
た
銭
や
品
物
を
売
り
払
っ
た
代
銭
は
、
そ
の

都
度
残
ら
ず
酒
食
に
使
っ
た
。

市
五
郎
や
定
四
郎
の
ほ
か
に
仲
間
は
い
る
だ
ろ
う
、
清
武
の
太
田
保
左
衛
門

方
へ
盗
み
に
入
っ
た
時
、
飫
肥
領
木
崎
の
帳
外
金
藏
や
当
領
中
村
町
徳
太
郎
ら

と
申
し
合
わ
せ
、
一
緒
に
盗
み
に
入
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
、
再
三
き
び

し
い
吟
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
金
藏
・
徳
太
郎
と
は
面
識
は
あ
る
が
、
一
緒
に

盗
み
を
し
た
こ
と
は
な
い
、
保
左
衛
門
方
へ
は
自
分
と
市
五
郎
の
二
人
の
仕
業

で
あ
る
と
断
言
し
た
。

こ
の
供
述
を
受
け
て
両
奉
行
は
、
順
蔵
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
趣
意
書
を
差

出
し
た
。

　
　                

宮
崎
郡
花
ヶ
島
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
外
　
順
蔵

 

此
者
儀
、
兼
々
不
人
品
ニ
而
去
ル
丑
年
出
奔
い
た
し
、
其
後
度
々
御
領
内

江
立
帰
所
々
ニ
而
盗
い
た
し
、
猶
又
去
々
寅
八
月
三
日
夜
、
清
武
新
町
太

田
保
左
衛
門
方
江
花
ヶ
嶋
町
無
宿
市
五
郎
与
申
合
、
両
人
一
同
盗
ニ
入
木

綿
八
拾
反
程
・
足
袋
三
拾
足
程
盗
取
候
段
白
状
仕
候
ニ
付
、
岡
富
牢
舎
被

仰
付
置
候
、
前
段
之
通
所
々
家
蔵
江
忍
入
盗
い
た
し
候
段
、
重
々
不
届
至

極
ニ
付
、
於
岡
富
村
柳
原
ニ
討
首
御
仕
置
之
上
、
獄
門
日
数
三
日
曝
被
仰

付
可
然
哉
ニ
奉
存
候

右
之
通
相
伺
申
候
、
以
上

　
　
　
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
方

こ
の
趣
意
書
を
受
け
て
、
御
用
部
屋
で
協
議
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
当
五

月
二
十
五
日
便
で
江
戸
へ
相
談
し
た
と
こ
ろ
同
意
を
得
た
。
当
主
お
よ
び
大
殿
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一
四

か
ら
も
同
意
を
取
り
付
け
た
の
で
、十
一
月
二
十
七
日
に
処
刑
が
執
行
さ
れ
た
。    

　

事
例
四　

神
門
村
帳
外
友
吉
贋
札
一
件

）
（2
（

  
昨
年
十
二
月
、
高
千
穂
三
ケ
所
村
か
ら
の
納
銀
に
贋
札
が
多
く
含
ま
れ
て
い

た
と
本
〆
方
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。
郡
奉
行
・
町
奉
行
へ
手
配
し
て
厳
し
く
吟

味
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
山
三
ケ
村
で
旅
人
か
ら
札
の
両
替
を
頼
ま
れ
正
銀
に
引

替
え
、
そ
の
札
を
受
け
取
っ
た
が
ど
う
も
怪
し
い
。
そ
こ
で
こ
の
札
を
城
下
へ

送
り
、
納
銀
が
済
む
ま
で
そ
の
旅
人
を
村
方
に
差
留
め
て
い
た
が
、
贋
札
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
召
し
捕
ら
え
、
延
岡
表
に
連
行
し
て
郡
方
で
取
り
調

べ
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
旅
人
は
神
門
村
の
者
で
先
年
出
奔
し
て
帳
外
に

な
っ
た
友
吉
だ
と
判
明
し
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
岡
富
入
牢
を
命
じ
郡
方
白
洲

で
郡
奉
行
・
町
奉
行
・
大
目
付
立
ち
会
い
で
詮
議
が
行
わ
れ
た
。
以
下
は
友
吉

（
11
歳
）
の
供
述
で
あ
る
。

自
分
は
神
門
村
の
生
ま
れ
で
、
父
親
は
な
く
母
親
は
ゆ
き
と
言
う
が
幼
年
時

に
死
ん
だ
。
ほ
か
に
親
類
も
な
く
二
一
歳
ま
で
村
内
に
い
た
が
、
十
一
・
二
年

以
前
に
の
下
女
と
申
し
合
わ
せ
て
欠
落
し
、
下
郡
筋
へ
行
き
那
珂
郡
や
宮
崎
郡

辺
の
所
々
を
徘
徊
し
、
日
雇
い
稼
ぎ
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
後
女
は
親

類
に
返
し
、
そ
の
日
暮
ら
し
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
山
師
た
ち
と

知
り
合
い
に
な
り
、
豊
後
国
玖
珠
郡
辺
へ
行
き
所
々
炭
山
や
桶
木
の
仕
出
し
な

ど
の
山
稼
ぎ
を
し
て
暮
ら
し
た
。

去
る
巳
年
夏
頃
だ
っ
た
か
、
幕
領
児
湯
郡
右
松
村
新
町
へ
行
き
一
宿
し
、
神

門
村
生
ま
れ
の
社
人
越
後
の
倅
大
吉
に
出
会
い
、
い
ろ
い
ろ
話
を
す
る
う
ち
に

懇
意
に
な
り
、
し
ば
ら
く
逗
留
す
る
う
ち
に
竹
田
藩
銀
札
の
贋
札
作
り
の
相
談

を
し
た
。
鹿
児
島
に
腕
の
良
い
細
工
人
が
い
る
と
い
う
の
で
、大
吉
と
連
れ
だ
っ

て
鹿
児
島
に
赴
く
途
中
、
薩
摩
領
高
岡
村
の
旅
宿
で
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

同
所
の
川
野
助
治
と
い
う
郷
士
が
細
工
が
巧
み
だ
と
し
て
、
助
治
方
を
訪
ね
た
。

助
治
に
面
会
し
て
密
か
に
竹
田
銀
札
の
判
彫
り
を
七
貫
文
で
依
頼
し
手
付
け
に

金
二
歩
を
渡
し
、
印
判
受
け
取
り
に
は
自
分
が
来
る
こ
と
を
約
束
し
て
帰
っ
た
。

そ
の
後
彫
り
あ
が
っ
た
印
判
を
受
け
取
り
、
大
吉
宅
で
五
匁
札
を
二
貫
目
ほ
ど

拵
え
た
。
隣
村
三
宅
村
の
新
太
郎
と
大
吉
そ
れ
に
私
三
人
で
、
同
年
十
二
月
頃

豊
後
へ
向
か
い
、
八
戸
を
通
り
竹
田
領
の
宿
で
は
未
明
に
出
立
し
、
贋
札
は
紙

に
包
ん
で
出
が
け
に
預
け
て
お
い
た
の
で
、
見
咎
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

三
重
野
宿
か
ら
戸
次
辺
に
行
き
、
酒
代
そ
の
他
古
着
な
ど
を
調
達
し
て
、
持

参
し
た
札
で
支
払
お
う
と
し
た
が
、
見
た
目
が
悪
か
っ
た
せ
い
か
一
枚
も
通
用

し
な
か
っ
た
。
戸
次
で
は
札
の
出
所
を
問
わ
れ
、
露
見
し
そ
う
に
な
っ
た
が
か

ろ
う
じ
て
切
り
抜
け
、
速
見
郡
辺
を
回
り
竹
田
城
下
の
旅
人
宿
荒
岩
松
五
郎
方

に
宿
を
取
っ
た
。
そ
こ
で
細
島
の
忠
治
・
筑
後
の
伊
兵
衛
・
同
千
吉
・
高
田
の

熊
吉
ら
と
同
宿
に
な
っ
た
。
大
吉
は
忠
治
と
兼
ね
て
か
ら
の
知
人
で
、
大
吉
が

忠
治
に
竹
田
贋
札
が
通
用
し
な
か
っ
た
こ
と
を
話
す
と
、
や
り
方
も
あ
る
が
こ

こ
で
は
相
談
も
出
来
な
い
の
で
児
湯
郡
に
行
こ
う
と
、
翌
朝
七
人
連
れ
立
っ
て

出
立
し
た
。

大
吉
方
に
着
い
た
後
、
忠
治
と
伊
兵
衛
が
延
岡
領
内
の
銀
札
判
彫
り
を
佐
土

原
辺
の
細
工
人
に
依
頼
し
た
。
判
彫
り
は
程
な
く
で
き
あ
が
り
、
皆
で
二
貫
目

程
の
贋
札
を
刷
っ
て
七
人
で
割
合
っ
た
。
自
分
は
三
〇
〇
目
程
を
受
け
取
り
、

大
吉
・
伊
兵
衛
と
三
人
で
美
々
津
、
忠
治
は
細
島
、
熊
吉
・
千
吉
・
新
太
郎
は

富
高
新
町
へ
と
三
方
に
分
か
れ
た
。
こ
の
時
大
吉
は
、
塩
魚
一
駄
を
美
々
津
で

調
達
し
て
自
分
よ
り
先
に
居
村
に
帰
っ
た
。
自
分
は
美
々
津
の
酒
屋
で
贋
札
を
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一
五

一
八
〇
目
正
銀
に
両
替
し
、
そ
れ
か
ら
伊
兵
衛
に
出
会
っ
た
と
こ
ろ
所
持
の
札

が
両
替
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
に
一
〇
〇
目
程
渡
し
た
。
同
所
で
古
着
を

一
五
〇
目
程
で
調
え
、
十
二
月
晦
日
児
湯
郡
へ
帰
る
途
中
に
村
の
者
た
ち
六
・

七
人
が
自
分
を
取
り
押
さ
え
取
り
調
べ
た
。
贋
札
使
い
が
露
見
し
、
仕
方
な

く
正
銀
・
古
着
及
び
使
い
残
し
の
贋
札
、
そ
の
他
所
持
の
鼻
紙
入
な
ど
ま
で
差

し
押
さ
え
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
言
い
訳
し
て
や
っ
と
逃
げ
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
　

大
吉
方
へ
逃
げ
帰
り
、
事
の
次
第
を
話
し
て
い
る
と
、
伊
兵
衛
・
熊
吉
・
新
太

郎
ら
も
帰
っ
て
き
て
、
両
替
先
や
品
々
買
調
え
先
か
ら
追
っ
手
が
来
て
取
り
返

さ
れ
た
。
こ
の
ま
ま
続
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
越
年
し
て
元
旦
に
自
分
と
伊
兵

衛
・
熊
吉
の
三
人
は
豊
後
高
田
に
向
か
い
、
高
千
穂
を
通
り
竹
田
へ
出
て
吉
郎

と
い
う
者
方
へ
泊
ま
っ
た
。
夕
方
熊
吉
が
風
呂
に
入
っ
て
い
る
と
、
贋
札
使
い

が
多
数
来
て
い
る
が
ま
も
な
く
捕
手
が
来
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
熊
吉
は
、
驚

い
て
馳
せ
帰
り
自
分
た
ち
に
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
夜
三
人
と
も
ど
も
逃
げ

出
し
た
が
捕
縛
さ
れ
、
千
吉
も
捕
ま
り
四
人
一
同
城
下
に
入
牢
と
な
り
、
厳
し

い
吟
味
が
行
わ
れ
た
。
贋
札
使
い
の
本
〆
は
大
吉
で
、
他
は
手
先
同
様
だ
と
し

て
自
分
た
ち
は
各
別
の
咎
め
も
な
く
、
同
年
八
月
頃
に
境
目
三
カ
所
に
分
け
ら

れ
て
追
払
に
な
り
、
自
分
は
久
住
境
に
追
払
わ
れ
た
。
な
お
竹
田
・
延
岡
領
の

贋
札
判
木
は
伊
兵
衛
が
所
持
し
て
い
た
が
、
吟
味
の
際
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。  

さ
て
、
自
分
は
久
住
か
ら
幕
領
速
見
郡
辺
で
日
雇
い
稼
ぎ
で
食
い
繋
い
た
が
、

際
だ
っ
た
稼
ぎ
も
な
か
っ
た
。
下
郡
筋
に
は
仕
別
け
す
る
山
稼
ぎ
も
あ
る
と
い

う
の
で
、
八
月
か
九
月
頃
児
湯
郡
へ
戻
り
山
仕
込
み
の
仕
事
な
ど
を
探
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
薩
摩
領
高
岡
の
川
野
助
治
方
で
山
仕
込
み
の
仕
事
が
み
つ
か
り
、

助
治
方
に
暫
く
逗
留
し
て
い
た
。
十
一
月
頃
か
、
ま
た
「
与
風
悪
心
」
が
発
り
、

延
岡
領
内
通
用
の
贋
札
を
助
治
に
拵
え
て
も
ら
え
ば
渡
世
の
凌
ぎ
に
な
る
と
考

え
、
助
治
に
頼
み
込
ん
で
八
匁
・
五
匁
の
贋
札
を
彫
っ
て
も
ら
っ
た
。
穂
北

紙
を
調
達
に
行
っ
た
折
に
大
吉
方
に
立
ち
寄
り
、
助
治
に
贋
札
彫
り
を
依
頼
し

て
い
る
こ
と
を
話
し
た
。
穂
北
村
で
調
達
し
た
紙
一
帖
を
助
治
に
渡
し
、
銀
高

一
貫
四
・
五
〇
〇
目
を
拵
え
て
も
ら
っ
た
。
助
治
と
は
、
贋
札
が
問
題
な
く
通

用
し
た
ら
一
〇
〇
目
に
つ
き
二
〇
目
を
礼
銀
と
し
て
渡
す
約
束
で
贋
札
を
受
け

取
っ
た
。
助
治
か
ら
は
、
試
し
に
少
し
ず
つ
遣
っ
て
み
て
贋
札
と
見
抜
か
れ
て

通
用
し
な
か
っ
た
ら
、無
理
に
使
う
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
と
念
押
し
さ
れ
た
。
　

十
二
月
初
め
、
贋
札
を
所
持
し
て
大
吉
方
へ
行
き
、
大
吉
に
八
五
〇
目
程
を

分
け
遣
し
、
残
り
六
〇
〇
目
余
を
自
分
が
取
っ
た
。
一
枚
一
枚
を
揉
み
込
ん
で

手
垢
を
付
け
、
大
吉
は
煤
に
て
わ
ざ
と
汚
し
た
が
、
あ
ま
り
に
黒
く
な
り
す
ぎ

た
た
め
自
分
所
持
の
う
ち
一
〇
〇
目
を
取
り
替
え
て
大
吉
に
遣
し
た
。
大
吉
と

別
れ
、
自
分
は
入
郷
へ
向
か
い
、
同
月
八
日
頃
山
三
ケ
村
へ
行
き
、
三
ツ
瀬
の

紙
漉
で
奈
須
辺
に
猪
買
い
出
し
に
来
た
と
偽
っ
て
一
宿
し
、
正
銀
へ
の
両
替
を

頼
ん
だ
。
弁
指
方
に
掛
け
合
う
よ
う
勧
め
ら
れ
、
弁
指
方
で
札
二
七
〇
目
余
を

正
銀
に
両
替
し
、
そ
れ
か
ら
椎
葉
内
へ
行
き
三
五
〇
目
で
鉄
炮
一
挺
を
購
入
し

て
贋
札
を
渡
し
た
。
た
ま
た
ま
そ
こ
に
酒
商
人
が
来
て
い
た
の
で
酒
を
求
め
た

が
、
見
た
目
が
悪
い
札
で
あ
っ
た
た
め
受
け
取
り
を
拒
否
さ
れ
た
。
鉄
炮
代
銀

も
そ
の
札
で
あ
っ
た
の
で
受
け
と
れ
な
い
と
し
て
、
売
主
か
ら
札
を
差
し
返
さ

れ
た
の
で
鉄
炮
は
戻
し
た
。
こ
の
様
子
で
は
と
て
も
札
は
通
用
し
な
い
と
思
い
、

山
三
ケ
村
に
帰
っ
た
。

宿
主
か
ら
弁
指
元
へ
行
く
よ
う
言
わ
れ
た
の
で
行
っ
て
み
る
と
、
自
分
が
両

替
し
た
札
を
城
下
に
納
め
一
両
日
で
帰
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
留
ま
る
よ
う
命
じ

ら
れ
、
同
所
に
逗
留
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
捕
縛
さ
れ
た
。
役
人
か
ら
吟
味
を
受

け
、
川
野
助
治
に
彫
ら
せ
た
印
判
は
ど
こ
に
預
け
た
か
、
助
治
方
も
吟
味
が
行
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六

わ
れ
て
い
る
の
で
有
り
体
に
白
状
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
自
分
は
印
判
の
所

持
は
勿
論
な
く
、
す
べ
て
助
治
が
以
前
か
ら
所
持
し
て
い
た
印
判
で
、
自
分
は

札
の
み
を
所
持
し
て
い
た
、
贋
札
は
山
三
ケ
村
お
よ
び
椎
葉
内
の
ほ
か
で
遣
っ

た
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
答
え
た
。

　
友
吉
の
供
述
を
う
け
て
両
奉
行
が
出
し
た
趣
意
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
門
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
外
　
友
吉

　
　
此
者
儀
、
先
年
出
奔
仕
帳
外
ニ
相
成
居
候
処
、
去
ル
巳
年
御
料
児
湯
郡
右

　
　
松
村
之
内
新
町
江
罷
在
候
帳
外
大
吉
与
申
合
、
竹
田
御
領
通
用
之
銀
札
、

　
　
并
当
所
通
用
之
振
手
形
贋
札
拵
、
尚
又
去
申
十
一
月
振
手
形
贋
札
振
、
同

　
　
十
二
月
中
右
大
吉
江
も
分
ケ
遣
シ
、
御
領
内
江
入
込
右
贋
札
遣
ひ
候
始
末

　
　
不
届
至
極
ニ
付
、
重
キ
罪
科
ニ
茂
被
仰
付
可
然
者
ニ
御
座
候
得
共
、
為
弁

　
　
利
御
差
出
被
成
候
振
手
形
之
儀
ニ
も
御
座
候
間
、
各
別
之
御
憐
愍
を
以
此

　
　
度
岡
富
永
牢
被
仰
付
置
可
然
哉
ニ
奉
存
候

両
奉
行
の
意
趣
書
は
江
戸
へ
も
相
談
さ
れ
て
同
意
を
得
、
当
主
か
ら
も
了
解
を

取
り
付
け
た
の
で
、
趣
意
書
通
り
岡
富
永
牢
が
命
じ
ら
れ
た
。

な
お
同
村
帳
外
の
大
吉
は
、
出
奔
後
御
料
児
湯
郡
右
松
村
新
町
に
居
住
し
て

い
た
た
め
、
入
墨
し
て
三
日
曝
し
五
〇
杖
擲
の
う
え
領
内
追
払
に
処
せ
ら
れ
て

い
る
。

事
例
五　

高
千
穂
上
野
村
帳
外
角
右
衛
門
立
帰
り
一
件

）
（2
（

       

高
千
穂
上
野
村
帳
外
の
角
右
衛
門
は
、一
昨
年
申
（
文
化
九
）
年
に
「
不
都
束
」

で
あ
る
と
領
内
追
払
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
立
帰
り
、
当
四
月
王
子
権
現

（
原
野
神
社
遷
宮
の
場
所
で
塩
肴
等
の
商
い
を
し
た
と
し
て
召
し
捕
ら
え
ら
れ

た
。
以
下
は
、宮
水
役
所
で
詮
儀
を
受
け
た
角
右
衛
門（
11
歳
））の
供
述
で
あ
る
。

自
分
は
領
内
追
払
と
な
っ
た
の
で
、
昨
年
六
月
ま
で
は
肥
後
領
で
日
雇
い
稼

ぎ
を
し
て
い
た
が
、
同
所
で
は
稼
ぎ
も
よ
く
な
い
の
で
、
同
年
七
月
か
ら
竹
田

に
行
っ
た
。
竹
田
で
は
た
ま
た
ま
同
所
西
光
寺
本
々
普
請
が
あ
り
、
同
寺
に
日

雇
い
と
し
て
雇
わ
れ
て
稼
ぎ
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
上
野
村
に
残
し
た
倅
佐
太

郎
は
か
ね
て
よ
り
積
（
疝
癪
）
持
で
、
こ
こ
二
・
三
年
以
前
よ
り
強
い
発
作
が

起
こ
り
難
儀
し
て
い
た
。
旧
冬
も
押
し
詰
ま
っ
た
こ
ろ
、
灸
治
療
と
し
て
竹
田

へ
や
っ
て
き
た
佐
太
郎
と
会
い
、
症
状
を
聞
い
た
自
分
は
薬
を
調
達
し
て
も
ら

い
別
れ
た
。
そ
の
後
の
経
緯
を
聞
い
た
と
こ
ろ
病
状
に
変
化
は
な
く
勝
れ
な
い

と
い
う
の
で
、
竹
田
町
の
長
崎
屋
と
い
う
薬
種
店
で
佐
太
郎
の
病
状
を
詳
し
く

話
し
、
薬
を
調
合
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
薬
を
佐
太
郎
に
飲
ま
せ
た
い
、
対
面

し
た
い
と
思
っ
た
が
、
追
払
の
身
で
あ
る
の
で
領
内
に
入
込
む
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
心
得
て
い
た
が
、
倅
の
病
状
が
気
に
か
か
る
。
調
合
し
て
も
ら
っ
た
薬

を
少
し
で
も
早
く
服
用
さ
せ
た
い
、
家
へ
届
け
た
い
一
心
で
い
た
。
ま
た
当
月

三
日
は
上
野
村
王
子
権
現
社
の
遷
宮
が
あ
る
と
以
前
聞
い
て
い
た
。
竹
田
城
下

を
立
出
る
際
に
町
方
で
塩
鰯
を
見
つ
け
た
の
で
、
立
帰
り
つ
い
で
に
持
ち
帰
り
、

遷
宮
祭
で
倅
に
商
わ
せ
飯
料
等
に
で
も
な
れ
ば
と
塩
鰯
を
仕
入
れ
た
。

三
月
一
日
夕
方
竹
田
城
下
を
出
立
し
て
、
同
夜
は
竹
田
内
小
川
と
い
う
と
こ

ろ
に
一
宿
し
、
翌
二
日
夕
時
頃
上
野
村
居
宅
に
着
い
た
。
佐
太
郎
の
病
状
は
依

然
芳
し
く
な
く
、
調
合
し
た
薬
を
服
用
さ
せ
そ
り
ま
ま
宿
元
に
泊
ま
っ
た
。
翌

三
日
は
遷
宮
日
で
持
ち
帰
っ
た
塩
鰯
を
商
わ
せ
た
か
っ
た
が
、
佐
太
郎
は
外
出

も
で
き
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
、
昼
頃
か
ら
塩
鰯
を
自
分
が
宮
水
へ
持
参
し
て

商
い
、
暮
れ
頃
居
宅
に
戻
っ
た
。
間
も
な
く
村
人
二
人
が
来
て
、
庄
屋
の
命
だ
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七

と
し
て
召
し
捕
ら
え
ら
れ
た
。

奉
行
か
ら
は
、
倅
に
薬
を
持
参
し
対
面
す
る
た
め
に
立
帰
っ
た
の
で
あ
れ
ば

外
出
す
る
必
要
も
無
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ど
う
し
て
人
が
大
勢
集
ま
る
場
所

に
来
て
商
い
な
ど
し
た
の
か
。
な
に
を
企
ん
で
い
た
の
か
な
ど
聞
か
れ
た
が
、

特
別
な
意
味
は
な
い
と
答
え
た
。
追
払
の
身
な
が
ら
立
帰
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

神
社
祭
礼
で
大
勢
人
が
集
ま
る
場
所
で
商
い
を
す
る
と
は
「
不
恐
御
上
致
方
、

重
々
不
都
束
至
極
」
と
し
て
、
郡
奉
行
は
次
の
よ
う
に
趣
意
書
を
提
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
高
千
穂
上
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
帳
外
　
角
右
衛
門

　
　
此
も
の
儀
、
去
ル
申
年
不
届
之
儀
□
□
御
領
内
追
払
被
仰
付
候
処
、
当
四

　
　
月
三
日
右
村
王
子
権
現
社
遷
宮
御
座
候
場
所
江
、
塩
肴
商
ひ
ニ
罷
越
候
付
、

　
　
其
侭
難
相
成
召
捕
候
趣
右
村
ゟ
訴
出
候
処
、
御
法
相
背
候
而
巳
な
ら
す
、

　
　
大
勢
人
集
之
場
を
も
不
憚
、
旁
以
不
恐
上
を
致
方
不
届
付
、
急
度
被
仰
付

　
　
方
茂
可
有
御
座
候
得
共
、
公
儀
御
赦
被
仰
出
候
砌
ニ
茂
御
座
候
間
、
各
別

　
　
之
御
憐
愍
を
以
御
領
内
追
払
被
仰
付
可
然
哉
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
右
角
右
衛
門
倅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
野
村
　
佐
太
郎
　

　
　
此
も
の
儀
、
親
角
右
衛
門
立
帰
候
を
一
宿
為
致
候
儀
、
父
子
之
情
合
難
□

　
　
□
乍
申
、
不
憚
上
を
致
方
不
都
束
□
□
、
急
度
被
仰
付
方
茂
可
有
御
座
候

　
　
得
共
、
公
儀
御
赦
被
仰
出
候
砌
ニ
茂
御
座
候
間
、
御
憐
愍
を
以
日
数
七
日

　
　
遠
慮
被
仰
付
可
然
哉
奉
存
候

　
　
右
之
通
相
伺
申
候
、
以
上

　
　
　
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方

こ
の
郡
奉
行
か
ら
の
趣
意
書
に
対
し
て
、
御
用
部
屋
で
は
協
議
の
結
果
「
右

何
れ
茂
申
達
之
通
夫
々
御
手
当
被
仰
付
候
間
、
訴
段
可
被
申
渡
候
」
と
の
付
札

で
指
示
を
出
し
た
。

領
内
追
払
と
な
っ
た
角
右
衛
門
は
、
肥
後
・
竹
田
で
日
雇
い
稼
ぎ
に
あ
り
つ

い
て
、
何
と
か
生
計
を
立
て
て
い
た
。
角
右
衛
門
は
倅
佐
太
郎
に
薬
店
で
調
合

し
た
薬
を
買
っ
た
り
、
飯
料
の
足
し
に
な
れ
ば
と
塩
肴
を
仕
入
れ
て
商
い
を
す

る
だ
け
の
資
金
は
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
雇
い
稼
ぎ
で
資
金
を
貯

め
、
そ
れ
を
元
手
に
小
商
い
を
す
る
な
ど
、
帳
外
た
ち
の
し
た
た
か
な
生
活
力

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
例
六　

佐
伯
領
津
久
見
村
帳
外
弥
右
衛
門
窃
盗
一
件

）
（2
（

  

豊
後
佐
伯
領
津
久
見
の
帳
外
弥
右
衛
門
は
、
領
内
へ
立
入
り
小
盗
な
ど
を
し

て
非
人
た
ち
に
二
度
追
払
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
弥
右
衛
門
は
又
々
立
帰
っ
て
、

五
月
中
に
伊
福
形
村
百
姓
助
蔵
方
に
忍
び
込
ん
で
品
数
を
盗
取
り
、
盗
品
を
長

井
村
竹
瀬
門
徳
次
郎
に
預
け
置
い
て
豊
後
へ
戻
っ
た
。
七
月
二
十
一
日
に
そ
の

盗
品
を
取
り
に
来
た
と
こ
ろ
を
非
人
た
ち
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
、
岡
富
入
牢
を

命
じ
ら
れ
郡
方
白
洲
で
両
奉
行
・
大
目
付
立
合
で
吟
味
が
な
さ
れ
た
。
弥
右
衛

門
（
11
歳
）
の
供
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

自
分
は
国
元
（
佐
伯
）
に
居
る
と
き
は
百
姓
の
片
手
間
に
小
商
い
を
し
て
い

た
が
、
不
運
に
も
借
銀
が
嵩
ん
で
み
渡
世
で
き
な
く
な
り
、
一
八
・
九
年
以
前

に
国
元
を
出
奔
し
て
竹
田
領
分
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
日
雇
い
を
し
て
日
銭
を
稼

ぎ
、
そ
の
銭
で
塩
肴
を
買
入
し
、
肥
後
領
分
か
ら
当
領
高
千
穂
村
々
へ
持
ち
込

ん
で
葉
煙
草
類
と
交
換
し
て
、
そ
れ
を
竹
田
表
へ
運
ん
で
売
り
払
っ
て
い
た
。
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一
八

一
〇
年
余
り
往
来
し
た
が
、
主
に
竹
田
領
を
拠
点
と
し
て
い
た
。
六
年
程
前
か

ら
田
舎
の
品
を
当
領
浦
付
村
々
や
細
島
・
美
々
津
で
塩
肴
類
と
品
替
し
、
そ
れ

を
山
陰
・
坪
屋
な
ど
奥
村
に
持
ち
込
ん
で
、
あ
ち
こ
ち
小
商
い
を
し
た
。
帳
外

の
身
で
あ
る
か
ら
忍
び
な
が
ら
国
元
に
も
帰
り
五
～
七
カ
月
逗
留
し
、
商
い
の

元
手
が
無
く
な
れ
ば
不
定
期
に
日
雇
い
稼
ぎ
を
し
て
、
定
宿
も
な
く
辛
う
じ
て

生
活
し
て
き
た
。
昨
年
九
月
頃
だ
っ
た
か
、
門
川
村
内
小
原
を
通
り
か
り
あ
る

百
姓
家
に
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
家
内
は
み
な
不
在
で
あ
っ
た
の
で
「
風
与
悪

心
発
」
っ
た
。
目
に
つ
い
た
女
着
裏
・
子
供
着
・
帯
・
布
子
・
廣
袖
各
一
、
計

五
品
を
盗
取
っ
た
と
こ
ろ
を
目
明
か
し
に
見
咎
め
ら
れ
た
た
め
、
品
を
返
し
追

い
払
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
竹
田
領
へ
行
っ
て
所
々
で
日
雇
い
稼
ぎ
を
行
い
、
元

手
が
少
し
で
き
た
の
で
ま
た
小
商
い
を
始
め
、
高
千
穂
で
山
産
物
を
仕
入
れ
て

美
々
津
辺
ま
で
、
所
々
で
売
り
歩
い
て
い
た
。

当
五
月
七
日
昼
頃
、
伊
福
形
村
の
奥
ま
っ
た
一
軒
家
を
通
り
か
か
っ
た
時
、

家
内
は
残
ら
ず
田
植
に
出
払
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
ま
た
ま
た
「
悪
心
発
」
し

て
入
り
込
ん
で
み
る
と
、
座
敷
に
錠
前
の
な
い
櫃
が
あ
っ
た
。
こ
れ
幸
い
と
櫃

の
中
の
着
物
品
々
や
風
呂
敷
包
・
飯
次
（
飯
櫃
）
が
あ
っ
た
の
で
す
べ
て
盗
取
り
、

都
合
三
四
品
を
持
ち
出
し
て
裏
山
に
隠
し
た
。
日
が
暮
れ
た
後
で
持
ち
出
す
つ

も
り
で
い
た
と
こ
ろ
、
あ
い
に
く
雨
が
降
り
出
し
九
日
ま
で
降
り
や
ま
な
か
っ

た
。
漸
く
十
日
昼
過
ぎ
に
長
井
村
内
竹
瀬
門
の
店
屋
へ
行
き
酒
を
飲
み
、
そ
れ

か
ら
高
千
穂
で
新
茶
を
買
い
込
み
、
延
岡
か
ら
下
関
へ
小
船
で
積
廻
し
て
直
段

も
良
く
よ
く
売
れ
た
。
盗
品
の
着
物
類
を
田
舎
に
持
っ
て
行
き
売
る
つ
も
り
で
、

宿
を
頼
み
一
宿
し
た
。
昨
年
九
月
頃
だ
っ
た
か
、
路
銀
に
差
支
え
た
の
で
半
天
・

単
物
な
ど
衣
類
三
品
を
徳
次
郎
に
四
五
匁
で
質
に
入
れ
て
お
い
た
も
の
を
、
元

利
二
〇
目
四
分
で
請
戻
し
、
良
く
十
一
日
朝
出
が
け
の
際
に
亭
主
は
留
守
だ
っ

た
の
で
女
房
に
、
冬
物
古
着
は
当
時
売
れ
な
い
の
で
暫
く
預
っ
て
く
れ
る
よ
う

頼
み
、
一
二
品
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
封
印
し
、
そ
の
上
に
自
分
所
持
の
着
類
三

品
を
載
せ
て
預
け
た
。
木
賃
と
酒
代
を
渡
し
て
出
立
し
、
肥
後
表
で
徳
次
郎
方

に
質
入
し
て
い
た
衣
類
の
う
ち
、
一
部
を
在
所
で
懇
意
に
し
て
い
る
和
尚
の
弟

で
坊
主
に
な
っ
て
い
る
者
に
届
け
、
残
り
の
品
々
は
肥
後
領
内
所
々
で
売
り
払

い
、
そ
の
代
銭
は
す
べ
て
酒
食
に
費
や
し
た
。
元
手
が
無
く
な
っ
た
の
で
、
竹

瀬
に
預
け
置
い
た
衣
類
一
二
品
を
請
け
出
し
て
売
り
払
お
う
と
、
肥
後
表
を
当

七
月
七
日
に
出
立
し
、
十
日
昼
頃
竹
瀬
へ
着
い
た
と
こ
ろ
を
召
し
捕
ら
え
ら
れ

た
。奉

行
か
ら
、
外
に
も
盗
取
っ
た
こ
と
は
な
い
か
、
伊
福
形
村
で
の
盗
品
は
品

数
が
多
い
の
で
一
人
で
は
無
く
同
類
が
い
た
で
あ
ろ
う
、
徳
次
郎
を
頼
み
質
に

入
れ
た
三
品
も
盗
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
な
ど
、
再
応
厳
し
く
吟
味
が
な
さ
れ

た
。
盗
み
の
共
犯
が
い
な
い
の
は
勿
論
、
門
川
村
只
八
方
と
伊
福
形
村
助
蔵
方

以
外
は
盗
み
に
入
っ
た
こ
と
は
な
い
、
通
り
が
か
り
に
留
守
や
戸
締
ま
り
し
て

い
な
い
家
に
盗
み
に
入
っ
た
の
で
あ
り
、「
渡
世
難
渋
之
余
り
悪
心
発
」
し
た

ま
で
で
、
質
に
入
れ
た
三
品
の
う
ち
半
天
・
単
物
は
自
分
が
所
持
し
て
い
る
も

の
で
、
衣
は
届
物
で
盗
品
で
は
無
い
と
言
上
し
た
。
竹
瀬
門
の
徳
次
郎
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
自
分
は
竹
田
領
を
拠
点
に
し
て
お
り
、
当
領
は
商
売
の
折
に
往

来
す
る
の
み
で
徳
次
郎
方
は
定
宿
で
は
無
い
こ
と
、
昨
六
・
七
月
頃
豊
後
か
ら

商
売
に
通
り
か
か
っ
た
際
に
一
宿
し
、
そ
の
時
初
め
て
顔
見
知
り
に
な
っ
た
と

い
う
。
そ
の
後
九
月
頃
に
も
通
り
が
け
に
一
宿
し
、
当
五
月
九
日
ま
で
都
合
三

泊
し
た
。
小
盗
み
し
た
の
を
隠
し
、
豊
後
商
人
と
称
し
て
往
来
し
て
い
た
の
で

徳
次
郎
を
「
正
直
之
仁
」
と
み
て
盗
品
を
預
け
た
の
で
あ
り
、
宿
賃
や
酒
代
も

相
応
に
支
払
っ
た
の
で
あ
り
、
ほ
か
に
銀
銭
・
衣
類
な
ど
は
勿
論
何
品
に
て
も



宮崎公立大学人文学部紀要　第 30 巻　第 1 号

一
九

遣
し
た
こ
と
は
な
い
と
、
徳
次
郎
が
一
味
で
あ
る
こ
と
は
強
く
否
定
し
た
。

弥
右
衛
門
の
供
述
を
う
け
て
、
御
用
部
屋
へ
差
出
さ
れ
た
両
奉
行
の
趣
意
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
伯
領
津
久
見
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
外
　
弥
右
衛
門

 

此
者
儀
、
十
八
九
ケ
年
以
前
居
村
出
奔
仕
、
肥
後
・
竹
田
并
御
領
内
・
御

料
所
ニ
而
、
茶
・
多
葉
粉
・
塩
肴
等
小
商
ひ
、
間
ニ
者
所
不
定
日
雇
稼
罷

在
、
去
酉
九
月
中
門
川
村
通
掛
り
、
同
村
只
八
宅
江
立
寄
候
処
家
内
留
主

ニ
付
、
与
風
悪
心
起
り
衣
類
五
品
盗
取
、
同
村
目
明
ニ
被
見
咎
右
品
取
戻

シ
被
追
払
、
又
々
日
雇
稼
并
小
商
ひ
等
仕
罷
在
候
処
、
当
五
月
七
日
昼
頃

伊
福
形
村
通
掛
り
、
助
蔵
家
内
田
植
ニ
罷
出
候
を
及
見
立
寄
這
入
見
候
処
、

錠
前
無
之
櫃
有
之
、
其
内
ゟ
着
類
品
々
外
ニ
風
呂
敷
包
・
飯
次
等
都
合
三

拾
四
品
盗
取
、
右
之
内
拾
弐
品
長
井
村
之
内
竹
瀬
門
店
屋
徳
次
郎
方
江
預

置
、
其
餘
之
品
々
者
肥
後
御
領
分
辺
江
持
参
売
払
、
代
銭
酒
食
ニ
遣
捨
候

趣
申
立
不
届
至
極
ニ
付
、
重
科
被
仰
付
可
然
者
御
座
候
得
共
、
通
掛
り
留

主
を
及
見
、
昼
中
戸
〆
り
無
之
所
江
這
入
盗
取
候
儀
ニ
付
、
格
別
之
御
憐

愍
を
以
入
墨
・
三
十
杖
敲
・
日
数
三
日
曝
之
上
、
御
領
内
追
払
被
仰
付
可

然
哉
奉
存
候

　              

長
井
村
竹
瀬
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
次
郎

 

此
者
儀
、
作
間
之
稼
請
酒
渡
世
仕
罷
在
候
処
、
去
夏
頃
日
不
覚
暮
方
、
豊

後
商
人
之
由
ニ
而
立
寄
酒
給
候
上
、
宿
貸
呉
候
様
申
聞
一
宿
為
仕
、
其
後

九
月
頃
参
一
宿
、
路
銀
差
支
候
由
ニ
而
衣
類
質
入
之
儀
頼
を
受
質
ニ
入
遣

シ
、
当
五
月
十
日
又
々
参
一
宿
為
仕
、
質
ニ
入
置
候
衣
類
受
出
シ
、
翌

十
一
日
未
明
此
も
の
罷
出
候
留
主
、
風
呂
敷
包
江
封
印
仕
、
其
上
江
衣
類

三
ツ
載
、
妻
江
預
置
出
立
仕
候
由
之
処
、
右
預
候
風
呂
敷
包
之
品
者
盗
物

之
由
引
合
有
之
候
付
、
片
山
非
人
頭
江
引
渡
候
趣
之
処
、
旅
人
も
の
宿
仕

間
敷
段
者
兼
々
厳
敷
被
仰
出
茂
有
之
、
殊
ニ
出
所
不
知
怪
敷
も
の
三
度
迄

宿
仕
、
衣
類
質
入
遣
、
其
上
衣
類
預
り
置
候
段
不
都
束
之
至
ニ
付
、
被
仰

付
方
茂
可
有
御
座
候
得
共
、
利
欲
ニ
拘
り
宿
仕
候
筋
ニ
茂
無
御
座
、
酒
代

旅
篭
代
等
茂
応
而
受
取
、
全
性
質
愚
昧
之
者
ニ
而
、
商
人
与
而
巳
心
得
偽

之
弁
茂
無
之
、
右
及
始
末
候
儀
ニ
而
吟
味
中
数
日
慎
申
付
置
、
旁
ニ
付
各

別
之
御
憐
愍
を
以
、
過
料
銭
三
貫
文
御
取
上
、
廿
日
逼
塞
被
仰
付
可
然
哉

ニ
奉
存
候

 

右
者
、
従
公
儀
御
赦
被
仰
出
候
砌
ニ
茂
御
座
候
間
、
書
面
之
通
被
仰
付
候

様
仕
度
、
此
段
相
伺
申
候
、
以
上

　
　
　
　
戌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
方

　
　
　
　
　
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
町
方

い
ず
れ
も
御
用
部
屋
で
審
議
さ
れ
、
両
奉
行
の
趣
意
書
通
り
弥
右
衛
門
は
入
墨

し
三
〇
杖
敲
き
、
三
日
曝
し
た
う
え
で
領
内
追
払
、
徳
次
郎
は
過
料
三
貫
文
と

二
〇
日
の
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
た
。
弥
右
衛
門
の
窃
盗
が
、
計
画
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
「
通
掛
り
留
主
を
及
見
、
昼
中
戸
〆
り
無
之
所
得
這
入
盗
取
」、
す
な

わ
ち
偶
然
犯
行
に
及
ん
だ
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
徳
次
郎
も
、
旅
人

の
止
宿
を
厳
禁
す
る
法
を
犯
し
た
「
全
性
質
愚
昧
之
者
」
と
断
じ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
一
件
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弥
右
衛
門
の
小
商
い
の
内
容
で
あ
る
。
弥

右
衛
門
は
自
身
の
労
働
力
を
唯
一
の
資
本
と
し
て
日
雇
い
稼
ぎ
で
元
手
を
貯

め
、
そ
れ
で
塩
肴
を
仕
入
れ
て
山
間
村
々
に
持
っ
て
行
き
、
多
葉
粉
や
茶
な
ど
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二
〇

の
山
産
物
と
「
品
替
」
し
て
、
そ
れ
を
海
辺
村
あ
た
り
で
売
り
歩
く
と
い
う
方

法
で
小
商
い
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。
日
雇
い
稼
ぎ
が
ど
れ
ほ
ど
の
財
源
と
な
る

か
は
覚
束
な
い
が
、
正
式
な
生
業
に
就
く
こ
と
が
見
込
め
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
何
と
か
生
き
て
行
け
る
こ
と
は
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弥
右
衛
門
の
よ

う
に
商
才
の
あ
る
者
は
、
山
産
物
と
海
産
物
を
「
品
替
」
す
る
な
ど
目
敏
く
需

要
を
見
出
し
、
小
規
模
な
が
ら
山
海
間
の
流
通
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
し
た
の

で
あ
る
。

                                                         

事
例
七　

佐
土
原
領
帳
外
武
右
衛
門
贋
札
一
件

）
23
（

佐
土
原
領
の
帳
外
武
右
衛
門
が
、
高
千
穂
向
山
村
吉
次
郎
と
申
し
合
わ
せ
、

預
り
手
形
の
贋
札
を
使
用
し
た
廉
で
召
し
捕
ら
え
ら
れ
、
宮
水
役
所
で
一
通
り

の
吟
味
を
受
け
延
岡
表
へ
送
ら
れ
て
、
郡
方
白
洲
で
両
奉
行
・
大
目
付
立
ち
会

い
で
詮
儀
を
受
け
た
。
武
右
衛
門
（
1（
歳
）
の
供
述
か
ら
、
そ
の
生
い
立
ち
と

犯
行
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

自
分
の
親
は
小
玉
長
蔵
と
い
い
、
佐
土
原
藩
に
足
軽
奉
公
を
し
て
い
た
が
、

私
が
九
歳
の
と
き
に
病
死
し
た
。
そ
の
後
兄
弥
右
衛
門
が
引
き
続
き
足
軽
と

な
っ
た
が
、
兄
も
亡
く
な
り
甥
の
武
市
が
跡
を
継
い
だ
。
自
分
は
一
〇
年
以
前

に
国
元
を
出
奔
し
、
高
千
穂
辺
で
「
ふ
こ
（
畚
・
も
っ
こ
）」
を
商
い
、
合
間

に
笠
な
ど
を
作
り
渡
世
し
て
い
た
。
五
年
以
前
に
国
元
に
立
帰
っ
た
と
こ
ろ
、

自
分
が
帳
外
に
な
っ
た
と
聞
い
て
驚
き
、
ま
た
高
千
穂
や
竹
田
で
「
ふ
こ
商
ひ
」

を
し
た
。

高
千
穂
向
山
村
の
吉
次
郎
と
は
、
去
る
申
（
文
化
九
）
年
頃
か
ら
商
売
先
で

知
り
合
い
、
時
折
同
宿
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
自
分
は
三
年
以
前
に
竹
田
領
神

原
村
名
子
薗
と
い
う
所
で
「
日
雇
人
場
帳
」
に
入
り
、
内
々
に
百
姓
の
聟
養
子

に
な
っ
た
。「
日
雇
人
場
帳
」
と
は
、
他
所
か
ら
日
雇
い
稼
ぎ
に
来
た
者
た
ち

を
村
役
人
方
に
届
出
て
、
日
雇
取
帳
に
登
録
し
た
帳
簿
で
あ
る
。
自
分
は
養
子

先
で
養
母
・
妻
と
三
人
暮
ら
し
の
小
百
姓
に
な
っ
た
。

当
八
月
十
八
日
暮
頃
、
吉
次
郎
が
竹
田
か
ら
戻
り
が
け
に
立
ち
寄
り
一
宿

し
た
。
そ
の
際
吉
次
郎
か
ら
、
当
時
高
千
穂
で
通
用
し
て
い
る
新
札
は
一
匁
に

つ
き
丁
銭
一
〇
七
文
に
な
る
な
ど
、
結
構
な
儲
け
に
な
る
の
で
贋
札
は
作
れ
な

い
か
と
持
ち
か
け
ら
れ
た
。
以
前
牛
代
に
吉
次
郎
か
ら
七
銭
三
〇
目
三
分
の

借
金
が
あ
っ
た
が
返
済
で
き
ず
、
ま
た
「
困
窮
ニ
迫
り
せ
つ
な
さ
の
余
り
与

風
」
話
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
。
特
別
難
し
い
判
で
な
け
れ
ば
彫
っ
て
み
よ
う

と
、
向
山
村
の
吉
次
郎
方
で
贋
札
作
り
を
す
る
た
め
、
翌
十
九
日
昼
頃
二
人
で

出
立
し
た
。
同
夜
は
五
ヶ
所
村
に
泊
ま
り
、
翌
二
十
日
上
野
村
で
昼
飯
を
取
っ

て
い
る
と
、
麻
苧
を
買
い
に
来
た
商
人
か
ら
、
吉
次
郎
所
持
の
岡
札
を
五
匁

の
新
札
に
引
き
替
え
自
分
に
見
せ
、
そ
れ
か
ら
押
方
村
の
酒
屋
で
酒
を
頼
み
、

二
匁
の
新
札
に
引
き
替
え
た
。
翌
二
十
一
日
、
吉
次
郎
方
に
着
き
、
隣
家
の
明

家
に
留
置
か
れ
た
。
五
匁
札
の
表
を
吉
野
紙
に
写
し
取
り
、
二
十
九
日
に
手
土

産
と
し
て
吉
次
郎
か
ら
茶
三
貫
目
程
を
世
話
し
て
も
ら
い
、
同
人
方
を
出
立
し

て
竹
田
へ
帰
っ
た
。

九
月
七
日
、
自
宅
に
吉
次
郎
が
来
て
贋
札
の
相
談
を
し
た
が
、
竹
田
近
辺
は

勿
論
高
千
穂
あ
た
り
で
も
贋
札
を
作
る
の
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
、
当
夏
に

出
奔
し
た
吉
次
郎
次
男
夘
太
吉
が
豊
後
宇
目
辺
に
居
る
ら
し
い
と
聞
い
て
、
自

分
は
道
案
内
す
る
と
偽
わ
り
吉
次
郎
と
同
道
し
て
豊
後
に
向
か
っ
た
。
竹
田
領

奥
嶽
山
中
に
知
人
の
一
軒
家
が
あ
り
、
そ
こ
を
借
り
受
け
て
贋
札
を
作
る
こ
と

に
し
た
。
知
人
に
贋
札
作
り
を
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
、
昼
間
は
皆
山
仕
事
に
行
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く
の
で
そ
の
間
に
作
る
よ
う
言
わ
れ
た
。
す
ぐ
に
判
木
な
ど
を
作
っ
て
み
た
が
、

小
刀
で
は
う
ま
く
彫
れ
ず
吉
次
郎
が
所
持
し
て
い
た
「
馬
針
」
で
五
匁
札
表
を

彫
っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
朝
村
役
人
た
ち
五
・
六
人
が
来
て
、
自
分
た
ち
を
怪
し

ん
だ
庄
屋
が
出
頭
す
る
よ
う
言
い
つ
け
た
と
い
う
の
で
、
急
い
で
そ
こ
を
立
ち

退
い
た
。
途
中
で
吉
次
郎
は
宇
目
へ
回
り
夘
太
吉
を
探
し
出
し
、
十
四
日
に
三

人
で
立
出
し
て
、
自
分
に
は
十
八
・
九
日
に
吉
次
郎
方
へ
来
る
よ
う
話
し
て
別

れ
た
。

十
八
・
九
日
に
竹
田
を
立
出
し
、
懇
意
に
し
て
い
た
上
野
村
市
五
郎
方
に
一

宿
し
た
が
、
市
五
郎
は
「
至
而
人
之
宜
も
の
」
で
あ
る
の
で
贋
札
作
り
を
打
ち

明
け
た
。
自
分
は
「
生
質
気
弱
」
い
た
め
新
札
を
作
っ
て
も
自
分
で
遣
う
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
市
五
郎
に
遣
っ
て
み
て
く
れ
と
依
頼
し
た
。
市
五
郎
は
、

で
き
が
良
け
れ
ば
馬
で
も
買
う
の
に
使
お
う
か
と
言
っ
て
く
れ
た
。
翌
日
市
五

郎
宅
を
立
出
て
、
丸
尾
野
の
紙
漉
方
へ
立
ち
寄
り
三
枚
合
紙
を
一
枚
一
五
文
で

調
達
し
、
二
十
三
・
四
日
に
帰
る
時
に
一
〇
枚
程
拵
え
て
お
い
て
く
れ
る
よ
う

頼
ん
で
吉
次
郎
方
へ
向
か
っ
た
。

同
人
方
か
ら
八
丁
程
離
れ
た
山
中
岩
屋
に
吉
次
郎
と
行
き
判
を
彫
っ
た
が
、

「
亀
」
の
判
が
特
に
難
し
か
っ
た
。
裏
か
ら
も
彫
る
こ
と
が
で
き
ず
、
表
か

ら
彫
っ
た
た
め
亀
の
判
向
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
新
札
で
あ
る
か
ら

よ
く
模
様
を
見
知
っ
て
い
る
者
は
少
な
い
の
で
、
大
体
で
あ
れ
ば
通
用
す
る

と
話
し
あ
い
、
吉
次
郎
も
手
伝
い
漸
く
五
匁
札
二
〇
〇
目
だ
け
で
き
た
。
こ

の
う
ち
一
三
〇
目
を
吉
次
郎
、
七
〇
目
を
自
分
に
取
り
分
け
た
。
自
分
は
上

納
銀
二
〇
目
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
吉
次
郎
か
ら
麻
苧

一
貫
二
〇
〇
目
程
を
借
り
受
け
て
同
所
を
立
出
し
、
帰
り
に
紙
漉
方
で
合
紙

一
〇
枚
を
贋
札
一
四
〇
文
で
支
払
い
、
市
五
郎
方
に
立
ち
寄
っ
た
。
同
人
の

世
話
で
麻
苧
売
り
払
い
代
銀
ほ
受
け
取
り
、
市
五
郎
に
で
き
あ
が
っ
た
贋
札

を
み
せ
た
と
こ
ろ
、
良
い
で
き
な
の
で
使
っ
て
み
る
と
い
う
の
で
七
〇
目
の

う
ち
六
〇
目
を
渡
し
た
。
鱁う

る

鮧か

一
升
に
つ
き
銀
四
匁
で
六
升
受
け
取
り
、
勘

定
は
後
日
払
う
と
約
し
て
帰
宅
し
た
。

九
月
二
十
七
日
、
居
宅
を
立
出
て
翌
二
十
八
日
吉
次
郎
と
再
会
し
、
同
人

方
へ
牛
買
い
に
来
た
と
偽
っ
て
止
宿
し
た
。
三
匁
・
四
匁
札
二
枚
を
受
け
取

り
、
翌
二
十
九
日
牛
買
い
に
行
く
と
い
っ
て
吉
次
郎
と
立
出
し
、
山
中
の
作
場

小
屋
で
四
匁
札
を
吉
野
紙
に
写
し
、
四
匁
判
と
亀
判
の
彫
り
直
し
と
も
に
で
き

あ
が
っ
た
。
翌
晦
日
に
は
ま
た
作
箱
や
へ
行
き
三
匁
札
の
判
を
彫
り
、
紙
拵
え

な
ど
二
人
で
行
い
、
不
出
来
な
も
の
は
切
捨
て
て
三
匁
・
四
匁
・
五
匁
札
表
を

都
合
三
五
〇
目
を
作
っ
た
。
翌
十
月
一
日
、
こ
の
う
ち
一
五
〇
目
に
裏
判
を
押

し
揃
え
、
諸
道
具
は
小
屋
軒
へ
隠
し
、
吉
次
郎
と
と
も
に
三
ケ
所
村
へ
行
き
蕎

麦
代
と
し
て
吉
次
郎
が
偽
三
匁
札
を
遣
っ
た
。
そ
の
夜
は
同
村
藤
右
衛
門
方
に

泊
り
、
翌
二
日
は
同
村
吉
次
方
で
麻
四
貫
目
を
代
銀
五
〇
目
四
分
で
買
い
、
自

分
所
持
の
贋
札
四
八
匁
に
吉
次
郎
借
り
た
贋
札
三
匁
を
加
え
て
五
一
匁
と
し
、

吉
次
か
ら
六
分
の
釣
り
を
受
け
取
っ
た
。
そ
れ
か
ら
押
方
村
小
谷
で
麻
四
貫

二
九
〇
目
を
代
銀
五
五
匁
で
買
い
、
同
村
徳
別
当
で
買
っ
た
麻
を
四
貫
目
ず
つ

吉
次
郎
と
分
け
、
残
り
二
九
〇
目
は
家
内
へ
の
土
産
に
し
て
分
か
れ
た
。

翌
三
日
竹
田
へ
帰
り
、
十
月
二
十
日
こ
ろ
吉
次
郎
が
茶
と
麻
を
馬
に
荷
付
け

自
分
方
に
立
ち
寄
り
、
土
産
に
茶
二
升
を
く
れ
た
。
そ
の
夜
は
自
分
宅
に
泊
ま

り
、
吉
次
郎
は
竹
田
へ
商
売
に
行
っ
た
が
、
ま
た
帰
り
に
立
ち
寄
り
、
贋
札
の

諸
道
具
は
自
分
が
所
持
し
て
い
た
の
で
、
未
完
成
の
札
に
裏
判
し
て
く
れ
る
よ

う
頼
ま
れ
た
。
自
宅
で
は
で
き
な
い
か
ら
と
、
吉
次
郎
を
見
送
る
ふ
り
を
し
て

家
を
出
て
野
道
で
一
三
〇
目
だ
け
裏
判
し
て
吉
次
郎
に
渡
し
、
残
り
七
〇
目
余
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二

は
後
で
自
分
が
裏
判
す
る
と
道
具
類
は
預
か
っ
て
分
か
れ
た
。
道
具
類
は
床
下

へ
隠
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
十
一
月
三
日
未
明
、
村
役
人
た
ち
が
呼
び
に
来
た

の
で
出
頭
し
た
と
こ
ろ
、
向
山
村
の
吉
次
郎
と
申
し
合
わ
せ
て
贋
札
を
作
っ
た

一
件
を
問
い
糺
さ
れ
た
の
で
、
あ
っ
さ
り
白
状
し
た
。
判
木
お
よ
び
作
っ
た
贋

四
匁
札
一
一
枚
・
贋
三
匁
札
一
一
枚
都
合
七
七
匁
と
も
に
差
出
す
よ
う
命
じ
ら

れ
、
手
鎖
・
腰
縄
を
つ
け
ら
れ
て
牢
に
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
後
宮
水
役
所
に
引

き
渡
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
の
贋
札
数
や
使
用
形
跡
、
仲
間
の
有
無
な
ど
厳
し
く
取

り
調
べ
ら
れ
た
が
、
吉
次
郎
以
外
に
仲
間
は
お
ら
ず
札
数
も
ほ
か
は
な
い
と
返

答
し
た
。

  

両
奉
行
が
提
出
し
た
趣
意
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
土
原
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
外
　
武
右
衛
門

 

此
者
儀
、
御
預
手
形
之
贋
可
取
扱
与
、
向
山
村
吉
次
郎
申
聞
ニ
同
意
致
、

両
人
申
合
取
拵
候
趣
及
白
状
不
届
至
極
ニ
付
、
重
科
ニ
茂
可
被
仰
付
候
得

共
、
御
用
捨
を
以
百
杖
擲
・
日
数
五
日
晒
之
上
、
御
領
内
追
払
被
仰
付
可

然
哉
奉
存
候

こ
の
趣
意
書
を
も
と
に
御
用
部
屋
で
協
議
が
行
わ
れ
、「
入
墨
致
於
場
所
日
数

三
日
晒
・
五
十
杖
敲
、
御
領
内
追
払
被
仰
付
、
尤
肥
前
国
長
崎
徘
徊
御
差
留
被

成
可
然
」
と
の
評
決
が
出
さ
れ
た
。

一
方
吉
次
郎
は
、
十
月
十
七
日
、
吉
次
郎
は
茶
三
貫
目
と
麻
三
貫
目
を
馬
の

荷
付
け
し
て
居
宅
を
出
立
し
、
河
内
村
の
勇
蔵
方
へ
止
宿
し
た
。
そ
の
際
に
所

持
し
て
い
た
贋
札
二
七
匁
を
岡
札
に
引
き
替
え
た
。
翌
十
九
日
に
竹
田
町
へ
行

き
茶
・
麻
苧
を
売
り
払
っ
て
布
団
と
着
類
な
ど
を
買
い
、
ま
た
武
右
衛
門
方
へ

立
ち
寄
り
、
拵
え
か
け
の
札
に
裏
判
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
。
居
宅
で
は

で
き
な
い
と
家
を
出
て
、
見
送
り
を
装
い
途
中
野
道
で
一
三
〇
目
だ
け
裏
判
し

た
も
の
を
受
け
取
り
、
残
り
は
追
々
裏
判
し
て
遣
す
と
し
て
分
か
れ
た
。
帰
り

道
、
河
内
村
の
郡
蔵
方
へ
泊
っ
た
と
こ
ろ
、
行
き
が
け
に
岡
札
に
引
き
替
え
た

二
七
匁
を
番
所
に
差
出
す
と
悪
札
だ
と
し
て
突
き
返
さ
れ
た
。
高
千
穂
出
役
し

て
い
た
口
屋
見
廻
役
岡
田
圓
治
が
検
分
し
た
と
こ
ろ
、
贋
札
に
間
違
い
な
い
と

断
定
さ
れ
た

）
1（
（

。
庄
屋
元
に
連
行
さ
れ
る
途
中
、
吉
次
郎
は
武
右
衛
門
か
ら
裏
判

し
て
も
ら
っ
た
贋
札
一
三
〇
目
を
、
上
野
村
と
押
方
村
境
の
川
に
投
げ
捨
て
隠

滅
を
図
っ
た
が
、
宮
水
代
官
に
よ
っ
て
厳
し
く
吟
味
さ
れ
、
岡
富
入
牢
を
命
じ

ら
れ
て
郡
方
白
洲
で
再
度
取
り
調
べ
を
受
け
た
。

吉
次
郎
の
供
述
は
武
右
衛
門
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
贋
札
の
通
用
状
況
は
大

き
く
違
う
。「
亀
之
判
向
キ
違
ひ
」
の
せ
い
か
、
五
匁
札
を
上
納
銀
と
し
て
弁

指
元
へ
差
出
し
た
が
通
用
せ
ず
、
こ
の
ほ
か
に
も
使
っ
た
が
通
用
し
な
か
っ
た
。

十
月
五
日
、
肥
後
領
馬
見
原
町
奉
行
帯
屋
松
五
郎
方
で
、
以
前
借
用
し
て
い
た

二
・
三
匁
を
贋
札
で
払
い
、
丸
尾
野
の
無
尽
銀
や
三
ケ
所
村
七
座
頼
母
子
に
贋

札
を
使
っ
た
が
通
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
。           

　
吉
次
郎
に
対
す
る
両
奉
行
の
趣
意
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

                  

高
千
穂
向
山
村

                      

吉
次
郎

　
　
此
者
儀
、
御
預
手
形
之
贋
札
拵
可
申
与
、
帳
外
武
右
衛
門
江
発
言
い
た
し
、

　
　
両
人
申
合
取
拵
候
趣
及
白
状
、
不
届
至
極
付
重
科
ニ
茂
可
被
仰
付
候
得
共
、

　
　
御
用
捨
を
以
岡
富
永
牢
被
仰
付
可
然
哉
奉
存
候

吉
次
郎
は
両
奉
行
の
趣
意
書
通
り
岡
富
永
牢
と
な
っ
た
。

こ
の
一
件
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
武
右
衛
門
や
吉
次
郎
の
行
動
範
囲
の
広
さ

で
あ
る
。
武
右
衛
門
は
竹
田
領
、
吉
次
郎
は
高
千
穂
向
山
村
の
居
住
で
あ
っ
た
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二
三

が
、
彼
ら
は
高
千
穂
郷
内
は
も
と
よ
り
、
高
千
穂
と
竹
田
・
肥
後
間
を
頻
繁
に

往
来
し
て
い
た
。
ま
た
、
高
千
穂
の
特
産
物
で
あ
る
麻
苧
が
換
金
作
物
と
し
て

恒
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
上
納
銀
二
〇
目
に
窮
し
た
武
右
衛
門
が
、

吉
次
郎
か
ら
麻
苧
一
貫
二
〇
〇
目
程
を
借
受
け
た
り
、
三
ケ
所
村
で
は
吉
次
方

よ
り
麻
苧
四
貫
目
を
代
銀
五
〇
目
四
分
を
、
ま
た
「
名
前
不
存
」
者
か
ら
同
四

貫
二
九
〇
目
を
代
銀
五
五
匁
で
支
払
う
（
い
ず
れ
も
贋
札
）
な
ど
、
相
対
売
買

が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
延
岡
藩
で
は
安
永
三
（
一
七
七
四
）

年
六
月
に
、
城
下
博
労
町
に
麻
苧
会
所
を
設
置
し
、
会
所
発
行
の
出
切
手
の
無

い
も
の
は
大
坂
へ
の
船
積
み
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
領
内
の
麻
苧
買
い
入
れ

は
、
口
銀
を
免
除
さ
れ
た
仲
買
商
人
を
廻
村
さ
せ
て
集
荷
す
る
方
法
が
採
ら
れ

た
。
翌
四
年
、
藩
は
麻
苧
の
主
要
生
産
地
で
あ
る
高
千
穂
郷
三
田
井
村
に
会
所

を
設
置
し
て
、
会
所
掛
合
に
奈
須
・
林
田
ら
城
下
町
商
人
六
人
を
任
命
し
て
業

務
に
当
た
ら
せ
た

）
11
（

。
し
か
し
吉
次
郎
の
例
に
み
る
よ
う
に
、
専
売
化
を
進
め
る

藩
の
集
荷
ル
ー
ト
と
は
別
に
、
商
人
と
生
産
者
の
間
で
広
く
相
対
売
買
が
な
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

                              

事
例
八　

帳
外
廣
吉
窃
盗
一
件

）
22
（

文
政
二
年
十
月
二
十
日
、
帳
外
廣
吉
が
高
畑
門
鍛
冶
吉
田
鶴
太
郎
細
工
所
に

忍
び
込
み
、
斧
・
鎌
を
盗
み
取
っ
た
と
し
て
召
し
捕
ら
え
ら
れ
岡
富
入
牢
を
命

じ
ら
れ
た
。
郡
方
白
洲
で
両
奉
行
と
大
目
付
立
ち
会
い
で
詮
議
が
行
わ
れ
、
口

書
が
差
出
さ
れ
た
。
廣
吉
の
供
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

父
親
は
自
分
が
幼
い
頃
に
欠
落
し
た
の
で
、
顔
も
覚
え
て
い
な
い
が
、
筑
後

の
者
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
母
は
城
下
紺
屋
町
儀
右
衛
門
の
家
内
で
あ
っ

た
の
で
親
類
も
い
て
、
自
分
は
方
々
の
親
類
方
で
育
っ
た
。
昨
年
八
月
頃
、
宮

崎
表
へ
行
き
あ
ち
こ
ち
で
日
雇
い
稼
ぎ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
上
野
町
の
く
ら

と
い
う
後
家
の
一
人
娘
の
婿
養
子
に
な
っ
た
。
程
な
く
養
母
と
は
不
仲
に
な
っ

た
が
、
妻
と
は
離
縁
し
な
か
っ
た
。
当
正
月
中
妻
と
同
道
延
岡
表
へ
出
て
、
宮

ノ
下
大
工
喜
三
郎
方
に
同
居
し
て
い
た
が
、
中
町
長
次
郎
方
で
縮
香
二
丸
を
盗

み
取
り
、
博
労
町
幾
久
屋
治
八
方
へ
代
銀
四
匁
で
売
っ
た
。

四
月
中
、
祝
子
村
で
干
し
て
あ
っ
た
投
網
一
帖
を
盗
み
、
新
小
路
川
原
町
で

代
銀
一
七
・
八
匁
で
売
り
払
っ
た
。
そ
の
頃
宮
ノ
下
辺
で
博
奕
に
携
わ
り
、
吟

味
が
入
っ
た
た
め
妻
と
宮
崎
表
へ
逃
げ
、
所
々
に
逗
留
し
た
。
六
月
頃
、
妻
を

召
連
れ
て
延
岡
へ
行
っ
た
が
、
城
下
へ
逗
留
も
で
き
ず
、
川
島
村
須
佐
門
の

与
三
郎
の
空
き
家
を
借
り
受
け
そ
こ
に
住
ん
だ
。
同
月
中
北
小
路
の
藩
士
児
玉

八
百
七
様
方
前
を
夜
分
に
通
り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
座
敷
の
障
子
だ
け
だ
っ
た

の
で
忍
び
込
み
、
縁
端
に
置
か
れ
て
い
た
帷
子
二
・
袴
二
・
子
供
着
単
物
一
を

盗
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
北
小
路
の
同
福
嶋
見
龍
様
方
で
書
物
一
一
冊
を
盗
み
取
り
、

こ
の
う
ち
袴
一
を
新
小
路
四
ツ
辻
東
方
屋
敷
へ
代
銀
六
匁
、
残
り
の
袴
は
三
ツ

瀬
屋
敷
に
代
銀
三
匁
で
売
っ
た
。
書
物
の
う
ち
四
冊
は
須
佐
門
上
ノ
坊
倅
へ
代

銀
三
匁
で
売
り
、
七
冊
は
差
木
野
門
目
医
者
方
へ
質
に
入
れ
て
銀
三
匁
を
借
り

た
。
そ
れ
か
ら
細
島
へ
行
き
、
子
供
着
の
単
物
一
を
売
っ
た
が
帷
子
に
は
買
い

手
が
つ
か
な
か
っ
た
。

七
月
六
日
頃
、
妻
と
連
れ
だ
っ
て
竹
田
表
に
行
き
、
逗
留
し
て
い
る
間
に
帷

子
二
つ
の
う
ち
一
つ
は
七
銭
七
匁
、
残
り
は
同
八
匁
で
質
に
入
れ
た
。
竹
田
で

も
博
奕
に
手
を
出
し
て
吟
味
を
う
け
、
逗
留
で
き
な
く
な
り
所
々
を
徘
徊
し
、

佐
伯
表
へ
も
行
っ
た
が
稼
ぎ
口
は
な
か
っ
た
。
十
月
十
七
日
、
延
岡
へ
戻
り
川

内
名
村
松
葉
に
二
泊
、
深
瀬
へ
一
泊
し
、
そ
れ
か
ら
祝
子
村
樫
山
の
熊
次
郎
方



近世延岡藩における「帳外」について (大賀郁夫)

二
四

で
宿
を
借
り
受
け
、
十
九
日
夜
自
分
ひ
と
り
で
宿
元
を
立
出
し
、
通
り
か
か
っ

た
高
畑
門
の
人
家
前
に
あ
っ
た
風
呂
敷
包
一
枚
を
盗
ん
だ
と
こ
ろ
、
古
袷
一
枚
・

単
物
一
枚
が
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
元
町
炭
屋
前
に
あ
っ
た
柳
行
李
を
盗
ん

だ
が
、
中
に
は
た
い
し
た
品
物
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
古
提
灯
一
張
・
大
師
御
札
・

帳
面
一
冊
・
算
盤
一
台
・
矢
立
一
本
・
古
い
紙
入
れ
一
点
と
、
五
匁
札
二
枚
・

四
匁
札
一
枚
・
銭
一
〇
〇
文
程
が
あ
っ
た
。
ま
た
北
小
路
の
八
百
七
様
方
へ
忍

び
込
み
、
書
物
五
冊
を
盗
み
、
そ
れ
を
携
え
て
そ
の
夜
は
樫
山
宿
へ
帰
っ
た
。

翌
二
十
日
夜
、
ま
た
立
出
て
五
ツ
半
時
分
に
高
畑
門
の
鍛
冶
吉
田
鶴
太
郎
の

細
工
所
へ
忍
び
込
み
、
そ
こ
に
あ
っ
た
斧
や
鎌
類
を
も
て
る
だ
け
盗
み
、
宮
ノ

下
で
盗
ん
だ
六
尺
棒
で
担
い
で
樫
山
宿
に
帰
っ
た
。
熊
次
郎
や
妻
へ
は
、
高
畑

門
の
鍛
冶
屋
倅
か
ら
、
恐
ら
く
博
奕
の
か
た
で
あ
ろ
う
品
を
長
井
村
ま
で
持
っ

て
行
く
よ
う
頼
ま
れ
、
望
み
の
者
が
あ
れ
ば
売
り
払
う
よ
う
と
話
し
て
お
い
た
。

翌
朝
熊
次
郎
も
手
伝
い
、
斧
・
鎌
を
俵
で
包
ん
だ
と
こ
ろ
斧
一
〇
丁
・
鎌
六
丁

ほ
ど
あ
っ
た
。
熊
次
郎
へ
は
宿
賃
と
し
て
古
斧
一
丁
に
五
分
札
一
枚
を
遣
り
、

翌
二
十
一
日
、
柳
行
李
や
着
類
の
荷
拵
え
し
て
立
出
し
た
。
日
ノ
谷
へ
一
宿
し
、

そ
こ
で
近
所
の
者
へ
古
斧
一
丁
を
銀
二
匁
五
分
で
売
り
、
山
師
へ
同
一
丁
を
代

銀
二
匁
七
分
で
売
っ
た
。
そ
こ
の
宿
亭
主
が
所
持
す
る
古
斧
と
持
参
の
斧
を
取

り
替
え
を
頼
ん
だ
の
で
、
宿
賃
と
し
て
取
り
替
え
、
二
泊
し
て
立
出
し
た
。
八

戸
を
通
り
下
赤
へ
一
宿
し
、
翌
日
再
度
八
戸
へ
出
て
、
葛
葉
を
上
納
す
る
船
に

乗
船
し
、
伊
良
原
で
一
宿
し
て
翌
日
熊
田
へ
行
っ
た
。
庄
屋
元
近
所
で
鬼
神
野

村
の
者
へ
古
斧
一
丁
を
銀
四
匁
で
売
り
、
再
び
葛
葉
上
納
船
で
無
鹿
ま
で
行
き
、

そ
こ
で
古
斧
一
丁
を
船
頭
へ
船
賃
代
わ
り
に
遣
り
、
残
り
は
包
み
の
ま
ま
船
に

置
い
て
お
い
た
。
元
町
炭
屋
前
で
盗
ん
だ
柳
行
李
中
へ
、
八
百
七
様
方
で
盗
ん

だ
書
物
を
入
れ
、
高
畑
往
還
で
盗
ん
だ
古
袷
・
単
物
等
は
大
武
町
濱
藤
屋
傳
兵

衛
近
所
の
家
へ
預
け
た
。
こ
れ
以
外
の
盗
み
は
し
て
い
な
い
し
、
盗
み
仲
間
も

い
な
い
と
訴
え
て
い
る
。
廣
吉
の
場
合
も
そ
の
行
動
範
囲
は
か
な
り
広
く
、
飛

地
や
他
領
へ
も
簡
単
に
往
来
し
て
い
る
。
廣
吉
は
行
く
先
々
で
手
当
た
り
次
第

盗
み
取
り
、
藩
士
宅
ま
で
盗
み
に
入
る
な
ど
そ
の
大
胆
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

　
廣
吉
の
供
述
を
受
け
て
、
両
奉
行
は
次
の
よ
う
な
趣
意
書
を
提
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
外
　
廣
吉

 

此
者
義
、
纔
之
品
与
者
乍
申
所
々
ニ
而
盗
仕
候
而
巳
な
ら
す
、
御
家
中
屋

敷
江
も
忍
入
盗
致
候
段
不
届
至
極
ニ
付
、
重
キ
罪
科
ニ
茂
可
被
仰
付
候
得

共
、
各
別
之
御
憐
愍
を
以
入
墨
之
上
、
御
領
分
追
払
被
仰
付
可
然
哉
奉
存

候
入
墨
し
た
上
領
内
追
払
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
御
用
部
屋
か
ら
の
付
紙

に
は
「
肥
前
国
長
崎
徘
徊
御
差
留
被
成
」
と
の
文
言
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
な

お
、
遠
慮
や
慎
な
ど
軽
い
謹
慎
刑
で
は
あ
る
が
、
廣
吉
に
宿
を
貸
し
た
り
世
話

を
し
た
者
や
村
役
人
た
ち
一
三
人
の
処
分
も
な
さ
れ
て
い
る
。
廣
吉
は
十
一
月

二
十
三
日
に
岡
富
牢
を
出
さ
れ
、
翌
日
入
墨
の
う
え
領
内
追
放
と
な
っ
た
。
な

お
そ
の
際
に
、
手
向
け
料
と
し
て
藩
か
ら
銭
五
〇
〇
文
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

                         

む
す
び
に
か
え
て

犯
罪
や
出
奔
に
よ
っ
て
共
同
体
か
ら
放
逐
さ
れ
た
無
宿
＝
帳
外
た
ち
の
行
動

を
通
し
て
、
同
類
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
や
、
彼
ら
が
生
き
て
い
く
た

め
の
糧
を
ど
の
よ
う
に
得
て
い
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
八
件
の
事
例
を
検
討
し

て
き
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
結
び
に
か
え
た
い
。
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ま
ず
、
帳
外
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
藩
領
域
を
超
え
て
広
く
存
在
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
藩
は
旅
人
や
他
領
者
に
対
し
て
、
街
道
筋
の
町
村
に
は
一
宿
、

そ
れ
以
外
の
村
に
は
止
宿
を
厳
禁
す
る
触
を
度
々
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
帳

外
た
ち
は
行
商
人
と
偽
っ
て
宿
を
求
め
た
り
、
ま
た
一
方
で
は
帳
外
と
知
り
つ

つ
止
宿
さ
せ
る
者
た
ち
が
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
あ
り
、
宿
貸
し
て
処
罰
さ
れ

た
例
は
少
な
く
な
い
。
な
か
に
は
自
宅
で
賭
場
を
催
す
博
奕
宿
も
あ
り
、
藩
は

そ
の
摘
発
に
苦
慮
し
て
い
た
。
犯
罪
者
の
摘
発
は
、
主
に
非
人
や
元
犯
罪
者
た

ち
が
目
明
し
と
し
て
担
っ
て
い
た
が

）
11
（

、
帳
外
藤
助
の
よ
う
に
目
明
し
庄
太
郎
の

子
分
と
な
り
、
窃
盗
に
荷
担
す
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
目
明
し
と
盗
賊
は

表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
藩
境
に
は
番
所
が
置
か
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藩
領
内
外
へ

の
移
動
が
自
由
か
つ
広
範
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
帳
外
の

一
件
で
も
、
彼
ら
の
行
動
範
囲
の
広
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
例
え
ば
高
千
穂
鞍

岡
村
帳
外
六
弥
の
場
合
、
領
内
を
追
放
さ
れ
た
後
竹
田
領
へ
行
き
、
そ
こ
か
ら

肥
後
領
を
経
由
し
て
高
千
穂
郷
へ
入
っ
た
。
高
千
穂
郷
で
は
五
ヶ
瀬
北
岸
の
三

田
井
村
・
上
野
村
・
田
原
村
・
岩
戸
村
・
山
裏
村
を
回
り
、
南
岸
の
向
山
村
か

ら
奈
須
山（
椎
葉
山
）・
三
ケ
所
村
を
往
復
し
て
い
る
。
さ
ら
に
肥
後
領
・
竹
田
領
・

椎
葉
山
や
延
岡
城
附
な
ど
、
そ
の
活
動
範
囲
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
通
行

手
形
な
ど
は
所
持
し
て
い
な
く
て
も
、
領
内
は
も
と
よ
り
他
領
間
で
も
何
の
支

障
も
な
く
往
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
支
援
・
援
護
す
る
仲
間
の
存
在

と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
賜
物
で
あ
っ
た
。

領
外
に
放
逐
さ
れ
た
帳
外
た
ち
が
生
活
し
て
い
く
糧
は
、
主
に
日
雇
い
稼
ぎ

で
あ
っ
た
。
各
地
で
行
わ
れ
る
普
請
は
も
と
よ
り
、
岩
戸
村
土
呂
久
な
ど
の
鉱

山
な
ど
、
日
雇
い
稼
ぎ
を
す
る
機
会
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
時
に

は
よ
り
良
い
稼
ぎ
口
を
求
め
て
、
各
地
を
転
々
と
渡
り
歩
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

帳
外
の
な
か
に
は
日
雇
い
稼
ぎ
で
貯
め
た
小
銭
を
元
手
に
、
海
辺
の
村
々
で
塩

肴
な
ど
を
仕
入
れ
、
そ
れ
を
山
間
村
々
で
売
っ
た
り
、
山
産
物
で
あ
る
多
葉
粉

や
茶
な
ど
と
「
品
替
」
し
て
、
今
度
は
海
辺
村
で
売
る
な
ど
の
小
商
い
を
す
る

者
も
い
た
。
領
内
に
お
い
て
、
山
産
物
と
海
産
物
の
交
換
や
山
・
海
村
々
の
需

要
品
の
調
達
は
、一
部
の
帳
外
が
小
商
い
と
し
て
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
彼
ら
の
多
く
は
地
道
に
小
商
を
す
る
よ
り
、
リ
ス
ク
は
高
い
が
手
早
く

生
活
の
糧
を
得
る
窃
盗
や
贋
札
作
り
に
手
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

領
内
を
追
放
さ
れ
て
帳
外
に
な
っ
た
者
た
ち
が
、
頻
繁
に
立
帰
っ
て
く
る
と

い
う
問
題
に
対
し
て
、
藩
は
そ
の
対
処
法
を
め
ぐ
っ
て
御
用
部
屋
で
議
論
が
な

さ
れ
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
事
件
は
、
加
草
村
三
平
が
申
（
文
化
九
年
）
年

冬
、
親
の
銀
を
持
ち
出
し
て
博
奕
を
打
ち
大
負
け
し
た
た
め
、
負
け
た
分
を
取

り
戻
そ
う
と
「
与
風
悪
心
」
を
起
こ
し
て
贋
札
を
拵
え
、
そ
れ
が
露
顕
し
て
召

し
捕
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
一
件
で
あ
る
。
三
平
と
共
謀
し
た
同
村
房
右
衛
門
が

捕
縛
さ
れ
、
両
奉
行
の
趣
意
は
首
謀
者
三
平
が
入
墨
・
三
日
曝
し
・
五
〇
敲
き

の
う
え
領
内
追
払
い
、
房
右
衛
門
が
領
内
追
払
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
両

奉
行
の
趣
意
を
受
け
御
用
部
屋
で
議
論
さ
れ
、
家
老
達
が
下
し
た
裁
定
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

 

近
来
贋
振
手
形
を
製
御
罪
当
被
仰
付
候
も
の
多
、
不
届
至
極
之
段
ハ
難
遁

候
得
共
、
一
ツ
者
手
形
重
の
通
用
よ
り
事
起
り
候
旁
之
意
味
を
以
、
是
迄

一
等
充
軽
キ
方
ニ
被
仰
付
候
（
　
中
略
　
）
三
平
・
房
右
衛
門
儀
両
奉
行

存
念
通
追
払
ニ
而
相
当
可
致
候
処
、
追
払
被
仰
付
候
者
ハ
無
宿
と
成
、
御

他
領
ニ
漂
泊
シ
困
窮
ニ
迫
り
難
営
正
業
、
又
々
悪
事
い
た
し
、
或
ハ
密
ニ

御
領
内
ニ
立
帰
姦
邪
を
成
、
終
ニ
斬
罪
に
も
被
行
候
儀
間
々
有
之
、
御
不
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仁
ニ
も
相
当
候
、
然
レ
共
罪
之
次
第
時
之
振
合
ニ
寄
、
追
払
ニ
無
之
候
而

ハ
不
相
成
事
も
可
有
之
候
得
共
、
右
両
人
儀
者
左
之
筋
ニ
無
之

）
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す
な
わ
ち
、
領
内
か
ら
追
払
わ
れ
た
者
は
他
領
で
「
漂
泊
」
し
、
困
窮
し
て
正

業
に
も
つ
け
ず
、
ま
た
悪
事
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
。
ま
た
は
密
か
に
領
内
に

立
帰
り
、
姦
邪
を
し
て
終
に
は
斬
罪
に
も
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
御
不
仁
」

で
あ
る
と
藩
は
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
領
内
追
払
と
さ
れ
た
三
平

は
三
年
牢
舎
さ
せ
て
親
類
に
預
け
て
居
宅
永
押
込
・
親
類
以
外
と
の
面
会
差
止

め
、
房
右
衛
門
は
一
年
牢
舎
の
上
親
類
預
け
・
居
宅
永
押
込
と
さ
れ
た
。
罪
人

を
帳
外
に
し
て
領
外
に
放
逐
す
る
こ
と
で
領
内
の
治
安
を
維
持
す
る
こ
と
に
は

自
ず
と
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
藩
は
罪
の
軽
重
に
も
よ
る
が
、
一

律
に
領
外
に
放
逐
す
る
の
で
は
な
く
、
軽
罪
は
一
定
期
間
入
牢
後
は
共
同
体
内

で
永
押
込
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

十
七
世
紀
後
半
以
降
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
入
が
進
み
、
日
雇
い
稼

ぎ
を
生
業
と
す
る
都
市
下
層
民
の
増
加
を
み
る
。
犯
罪
が
増
大
す
る
中
で
、
無

宿
＝
帳
外
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
身
分
的
周
縁
」
の
者
た
ち
を
ど
う
対
処
す
る
か

は
、
幕
藩
領
主
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
く
。

註
（
（
）
塚
田
孝
『
近
世
身
分
制
と
周
縁
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会 

一
九
九
七

年
）、
吉
田
伸
之
『
身
分
的
周
縁
と
社
会
＝
文
化
構
造
』（
部
落
問
題
研
究
所 

二
〇
〇
三
年
）、
久
留
島
浩
・
高
埜
利
彦
・
塚
田
孝
・
横
田
冬
彦
・
吉
田
伸
之

編
シ
リ
ー
ズ
『
近
世
の
身
分
的
周
縁
』
全
六
巻
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
一
年
）、

後
藤
雅
知
・
齋
藤
善
之
・
高
埜
利
彦
・
塚
田
孝
・
原
直
史
・
森
下
徹
・
横
田
冬

彦
・
吉
田
伸
之
編
シ
リ
ー
ズ
『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
』
全
九
巻
（
吉
川
弘

文
館
二
〇
〇
七
～
〇
八
）
な
ど
。

（
1
）
塚
田
孝
「
身
分
的
周
縁
論
」（『
日
本
歴
史
』
七
〇
〇
号 

二
〇
〇
六
年
）

一
〇
六
頁
。

（
1
）
塚
田
孝
「
下
層
民
の
世
界
―
「
身
分
的
史
周
縁
」
の
視
点
か
ら
」（
朝
尾

直
弘
編
『
日
本
の
近
世 

第
七
巻
身
分
と
格
式
』
中
央
公
論
社 

一
九
九
二
年
）

二
四
八
～
二
四
九
頁
。

（
1
）
近
年
の
勘
当
・
久
離
・
帳
外
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
工
藤
祐
菫
「
欠
落
・

出
奔
考
（
一
）
―
八
戸
藩
の
事
例
を
中
心
に
―
」（『
光
星
学
院
八
戸
短
期
大

学
研
究
紀
要
』
第
九
巻 

一
九
八
六
年
）、
辻
ま
ゆ
み
「
近
世
村
落
と
「
帳
外
」」

（『
史
苑
（
立
教
大
学
）』
第
四
九
巻
第
一
号 

一
九
八
九
年
）、
曽
根
ひ
ろ
み
「
民

衆
の
罪
と
責
任
意
識
」（
ひ
ろ
た
ま
さ
き
編
『
日
本
の
近
世

　
（1
民
衆
の
こ
こ

ろ
』
中
央
公
論
社 

一
九
九
四
年
）、
後
藤
重
巳
「
近
世
末
期
に
お
け
る
農
民
動

向
―
特
に
農
村
立
ち
出
の
無
宿
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
大
分
縣
地
方
史
』
一
五
三

号
一
九
九
四
年
）、
永
尾
正
剛
「
近
世
農
村
「
帳
外
」
の
条
件
―
小
倉
藩
後
期

の
農
村
を
事
例
と
し
て
―
」（『
北
九
州
市
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
３ 

北
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九
州
市
立
歴
史
博
物
館 

一
九
九
五
年
）、
坂
本
忠
久
『
近
世
江
戸
の
行
政
と
法

の
世
界
』（
塙
書
房 

二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

（
1
）
拙
稿
「
近
世
地
域
社
会
に
お
け
る
秩
序
維
持
策
に
つ
い
て
」（『
宮
崎
公
立

大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
11
巻
第
（
号 

二
〇
一
六
年
）。

（
1
）
大
石
慎
三
郎
校
訂 

日
本
史
料
選
書
1 

近
藤
出
版
社 

一
九
八
四
年
）

一
二
五
頁
。

（
1
）
辻
前
掲
（
1
）
六
頁
。

（
1
）
塚
田
前
掲
（
1
）
二
四
〇
頁
。

（
1
）
文
化
十
四
年
十
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。
小
倉
藩
で
は
「
出
奔
帳
外
」
と
「
追

放
帳
外
」
が
あ
っ
た
（
前
掲
（
1
）
永
尾
正
剛
六
～
七
頁
）。

（
（1
）
文
化
四
年
五
月
三
日
「
萬
覚
書
」。

（
（（
）
文
化
四
年
七
月
十
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
文
政
元
年
二
月
四
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
文
化
十
年
八
月
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
文
政
六
年
十
二
月
朔
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
文
政
三
年
十
二
月
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
小
倉
藩
の
場
合
、
帳
外
処
分
に
す
る
理
由
と
し
て
、
①
農
業
不
精
、
②
内

行
不
相
勝
、
③
異
見
不
相
用
、
④
出
奔
、
⑤
行
衛
相
知
不
申
、
⑥
他
方
ニ
て
如

何
体
の
義
仕
出
候
も
難
計
、
の
七
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
永
尾
前
掲
（
1
）

五
頁
）。

（
（1
）
寛
政
六
年
九
月
朔
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
宝
暦
四
年
三
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
（1
）
宝
暦
七
年
三
月
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
宝
暦
十
二
年
三
月
十
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）
宝
暦
十
二
年
三
月
十
七
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
十
年
六
月
十
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
寛
政
二
年
十
月
二
十
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
四
年
七
月
廿
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
三
年
八
月
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
五
年
十
一
月
廿
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
十
年
八
月
六
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
十
一
年
五
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
化
十
一
年
十
月
十
二
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
政
二
年
閏
四
月
廿
一
日
「
萬
覚
書
」。

（
1（
）
文
政
二
年
六
月
五
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
安
藤
保
・
大
賀
郁
夫
編
『
街
道
の
日
本
史
11
高
千
穂
と
日
向
街
道
』（
吉
川

弘
文
館 

二
〇
〇
一
年
）
九
一
～
九
二
頁
。

（
11
）
文
政
二
年
十
一
月
廿
三
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
文
政
二
年
十
一
月
廿
四
日
「
萬
覚
書
」。

（
11
）
塚
田
前
掲
（
1
）
二
三
九
頁
。

（
11
）
文
化
十
三
年
六
月
五
日
「
萬
覚
書
」。
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